
令和元年 10 月 18 日 Ｒ1 

補足説明資料３－１６（１１条） 
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補 3-16-1 

 

 

貫通部の止水対策について 

 

壁貫通部については，止水対策が必要となる箇所に対して，シール材施工

及びブーツラバー施工を実施することとしており，これらの止水対策が所定

の耐水圧性能を有することを確認している。貫通部止水対策の施工例を第１

図に示す。 

以 上 

 

貫通部 

仕様 

施工例 

断面図 正面図 

低温配管 

  

 

 

高温配管 

 

 

 

 

第１図 貫通部止水対策（施工例） 

配管・ダクト 
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令和元年 10 月 18 日 Ｒ1 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－１７（１１条） 
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補 3-17-1 

 

 

貫通部シール材等の止水性能及び耐震性について 

 

貫通部止水対策と使用するシール材，ラバーブーツ及びモルタルの止水性

能及び耐震性を性能試験等で確認する。 

 

１.シール材，ラバーブーツ及びモルタルの止水性能について 

(１) シール材及びラバーブーツ 

シール材及びラバーブーツは，規格化された物性値がないため，実

機と同等の形状，寸法を模擬した試験体を用いた性能試験により止水

性能を確認する。性能試験装置の概要を第１図に示す。 

試験体の選定にあたり設計条件の包絡性を考慮した代表仕様とする。

また，試験条件は，貫通部止水材料の種類，形状，想定荷重，荷重作

用方向を考慮し適切に設定する。 

なお，評価基準を設けるにあたり試験体での止水性能との関係を確

認する主な項目は次のとおりとする。 

・貫通部止水材料のシール材種類 

・貫通部止水材料の内径，厚さ（脚長等），隙間等 
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補 3-17-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 性能試験装置概要 
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補 3-17-3 

 

 

(２) モルタル 

貫通部の止水処理に用いるモルタルについては，以下の通り静水圧

に対し十分な耐性を有していることを確認している。モルタルの評価

概要を第２図に示す。 

【検討条件】 

 ・スリーブ径：Ｄ［mm］ 

 ・モルタルの充填深さ：Ｌ［mm］ 

 ・配管径：ｄ［mm］ 

 ・モルタル許容付着強度※：2.0［N/mm2］ 

 ・静水圧：0.1［N/mm2］（保守的に10ｍ相当の静水圧を想定） 

※「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説2010」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 モルタル評価概要図 

Ｌ

水圧加重 

配管 
スリーブ 
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壁 
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補 3-17-4 

 

 

① モルタル部分に作用する水圧加重（P1） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下のとおり。 

 

P1［N］＝0.1［N/mm2］×（π×（D2-d2）／4）［mm2］ 

 

② モルタルの許容付加加重（P2） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える限界の

付着荷重は以下のとおり。 

 

P2［N］＝2.0［N/mm2］×（π×（D+d）×L）［mm2］ 

 

モルタルの付着強度は，付着面積及び充填深さに比例するため，こ

こでは，保守的に貫通部に配管がない状態（d=0）を想定し評価を行っ

た。 

 

静水圧に対して止水性能を確保するためには，P1≦P2 であるため，

以下のように整理できる。 

 

0.02×D［mm］≦ L［mm］ 

 

上式より，モルタル施工箇所が止水性能を発揮するためには，貫通

スリーブ径の２％以上の充填深さが必要である。たとえば 400mm の貫

通スリーブに対して，約８mm 以上の充填深さが必要であるが，実機に

おける対象貫通部の最小厚さに対し，モルタルは壁厚さと同程度の厚
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補 3-17-5 

 

さで充填されていることを踏まえると，止水性能は十分に確保できる。 

２. シール材，ラバーブーツ及びモルタルの耐震性について 

(１) シール材及びラバーブーツ 

シール材及びラバーブーツについては，配管等の変位追従性に優れ

ていることから，地震によりシール材及びラバーブーツの健全性が損

なわれることはない。 

(２) モルタル 

モルタルを充填した評価対象貫通部でのモルタル充填深から基準地

震動Ｓｓにおいて貫通部に発生する圧縮・付着荷重が，モルタルの許

容荷重以下になることを確認する。 

以 上 
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令和元年 11 月 15 日  Ｒ2 

 

 

 

 

 
補足説明資料４－１（１１条）  
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補 4-1-1 

溢水源とする機器（配管、容器）について

溢水源とする機器（配管，容器）は，流体を内包する系統と

する。容器とは，冷凍機，分配器，蒸発缶，反応器全般，塔類，

槽類等，定格容量が定められている機器とする。溢水源とする

機器（例）を第 1 表に示す。 

配管のうち，異常時に使用されるライン，現場操作を介さな

いと流体が流れないラインについては，以下の理由から溢水源

としない。なお，これらの系統を使用する作業で想定される溢

水は，補足説明資料 4-5 における人的過誤の評価として，点検

作業等に伴う漏えいで評価しており，想定破損等の溢水評価に

包含されるものと判断する。 

【補足説明資料 4-5】

(1)安全蒸気系（耐震Ｓクラス）は，セル内で漏えいが発生し，

一般蒸気系が使用できない場合に用いる系統であり，通常時

は当該配管に流体が内包されていないため，溢水源から除外

する。 

(2)床ドレンラインは，区画内で発生する溢水を回収するライン

であり，通常時は当該配管に流体が内包されていないため，

溢水源から除外する。 

(3)機器（配管）ドレンラインは，点検時等に機器内に微量残っ

た流体を抜くためのラインであり，通常時は手動弁で仕切ら

れており，手動弁下流側には流体が内包されていないため，

溢水源から除外する。 
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補 4-1-2 

(4)安全のために設けられているオーバーフローラインは，通常

時は当該配管に流体が内包されていないため，溢水源から除

外する。 

(5)手動サンプリングラインは，現場でのサンプリング時に流体

が内包されるラインであり，通常時は手動弁で仕切られてお

り，手動弁下流側には流体が内包されていないため，溢水源

から除外する。 

(6)クイックカプラ以降のラインは，使用時に接続されるライン

であり、通常時は物理的に切り離されており，クイックカプ

ラ以降のラインには流体が内包されていないため，溢水源か

ら除外する。

以 上
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

分離建屋 B3F 廃液受槽A ○ -

分離建屋 B3F 廃液受槽B × -

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

補4-1-3
については、商業機密の観点から公開できません
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

補4-1-4
については、商業機密の観点から公開できません
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

補4-1-5
については、商業機密の観点から公開できません
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

補4-1-6
については、商業機密の観点から公開できません
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 極低レベル含塩廃液受槽 ○ -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 極低レベル無塩廃液受槽 ○ -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 凝縮水受槽 ○ -

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 凝縮水受槽 × -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 純水受槽 × -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

補4-1-14
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 蒸気発生器 ○ -

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

補4-1-15
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

補4-1-16
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

補4-1-17
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

補4-1-18
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

補4-1-19
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

補4-1-27
については、商業機密の観点から公開できません

629



第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 回収硝酸貯槽 × -

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ◎ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 回収硝酸貯槽 × -

分離建屋 B3F 回収水受槽 × -

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 極々低レベル廃液サンプ槽Ａ × -

分離建屋 B3F 極々低レベル廃液サンプ槽Ｂ × -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 極低レベル廃液サンプ槽 ○ -

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×
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第１表　溢水源とする機器(例) 補足説明資料4-1

建屋 階層

応力評価
0.4Sa以下：○
それ以外 ：×
機器　　：-

設置場所
耐震クラス
S　　：◎
S相当：○
S以外：×

機器番号機器名称部屋番号

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 ○ ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 配管 × ×

分離建屋 B3F 回収希釈剤第1貯槽 × -

分離建屋 B3F 回収溶媒第1貯槽 × -

分離建屋 B3F 配管 × ×

補4-1-34
については、商業機密の観点から公開できません
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配管の破損位置及び破損形状の評価について 

溢水評価ガイド「2.1.1 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損

等により生じる溢水」の評価（以下「想定破損」という。）においては，高

エネルギー配管は完全全周破断，低エネルギー配管は貫通クラックを想定し

て溢水影響を評価しているが，一部の配管については，「溢水評価ガイド附

属書Ａ 流体を内包する配管の破損による溢水の詳細評価手法について」

（以下「溢水評価ガイド附属書Ａ」という。）の規定を参考にしており，本

資料にて当該評価について説明する。 

１．応力に基づく評価 

想定破損の破損形状を変更する，もしくは破損対象から除外する配管につ

いては「溢水評価ガイド附属書Ａ」の規定を参考に応力評価を実施し，当該

規定の要求を満足することを確認する。 

２．高エネルギー配管の評価 

破損の想定はターミナルエンドと一般部（ターミナルエンド以外）につい

て実施する。 

想定破損評価における高エネルギー配管の破損の形状については，完全全

周破断を想定して溢水影響を評価しているが，一部の高エネルギー配管の評

価対象（25Aを超える※１）に対し，「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考に

ターミナルエンドは完全全周破断，ターミナルエンド以外（一般部）は，許

容応力の0.8倍または0.4倍に応じた破損形状とする旨の記載に従って評価す

る。 

応力評価は３次元はりモデル解析により行い，「溢水評価ガイド附属書
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Ａ」を参考に一次＋二次応力の評価式と許容応力を用いる。 

高エネルギー配管の評価フローを第１図に示す。 

※１：被水・蒸気による影響評価の対象となる配管は25A以下も対象

３．低エネルギー配管の評価 

想定破損評価における低エネルギー配管の破損の形状については，貫通ク

ラックを想定して溢水影響を評価しているが，一部の低エネルギー配管の評

価対象（25Aを超える※２）に対し，「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考に

許容応力の0.4倍を下回る場合は破損を想定しない旨の記載に従って評価す

る。 

応力評価は３次元はりモデル解析により行い，「溢水評価ガイド附属書

Ａ」を参考に一次＋二次応力の評価式と許容応力を用いる。 

低エネルギー配管の破損形状の評価フローを第２図に示す。 

※２： 被水による影響評価の対象となる配管は25A 以下も対象

４．応力に基づく評価結果 

２，３に示すとおり，「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考に一次応力＋二

次応力の計算値が許容応力の0.4倍を下回る配管については，溢水影響評価

における破損は想定しない。 

以 上 
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高エネルギー配管

ターミナルエンド 一般部

一次＋二次応力評価*1

貫通クラック完全全周破断 破損なし

応力評価 *2

0.4 Sa以下

応力評価 *2

0.8 Sa以下No

Yes

No

Yes

※1 溢水評価ガイド附属書Ａを参考にした一次＋二次応力評価

※2 Sa：許容応力（日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S

NC1-2005）」PPC-3530） 

第１図 高エネルギー配管の破損形状評価フロー 
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低エネルギー配管

貫通クラック 破損なし

応力評価 *2

0.4 Sa以下 Yes

No

一次＋二次応力評価*1

※1 溢水評価ガイド附属書Ａを参考にした一次＋二次応力評価

※2 Sa：許容応力（日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S

NC1-2005）」PPC-3530） 

第２図 低エネルギー配管の破損形状評価フロー 
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補 4-3-1 

連結散水及び水噴霧消火設備の使用例 

１． 連結散水設備 

1.1 連結散水設備の概要 

本設備は，建屋外壁部に設置した送水口に消防ポンプ車のホースを接続

し，消火水を供給することで，建屋地下階の特定区画に設置した散水ヘッ

ド（開放型スプリンクラーヘッド）から散水を行うものである。 

1.2 設備構成 

本設備の概略系統を第１図に示す。 

第１図 連結散水設備の概略系統図 

地下

地上

A区画 B区画

＜凡例＞

：送水口 ：散水ヘッド
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２． 水噴霧散水設備 

2.1 水噴霧散水設備の概要 

本設備は，建屋内の屋内消火栓設備の配管から分岐した消火水を使用し，

防護対象物の火災時に，一斉開放弁の横にある手動弁を開にすることで，

消火対象物（硝酸ヒドラジン貯槽）に消火水を噴霧して消火を行うもので

ある。 

一般に，水噴霧消火設備はスプリンクラー設備と同様に水を散水して火

災を消火する設備であるが，スプリンクラー設備と異なり，散水される水

の粒が細かく，火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことに

よる冷却効果と，燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する窒息効

果によって消火するものである。 

 

2.2 設備構成 

本設備の概略系統を第２図に示す。 
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第２図 水噴霧消火設備の概略系統図 

以 上 

A区画

B区画

容器

＜凡例＞

：一斉開放弁（常時閉） ：手動弁（ボール弁（常時閉））

：仕切弁（常時開） ：噴霧ヘッド

消
火
水
系
統
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その他の漏えい事象に対する確認について 

 

その他の漏えい事象に対して，想定される事象を整理するとともに，

漏えい水が安全機能に影響を及ぼさない設計となっていることを確認す

る。 

 

１. その他の漏えい事象の整理 

溢水防護建屋内にて発生が想定されるその他の漏えい事象について第

１表に整理する。 

 

第１表 その他の漏えい事象 

分類 想定事象 漏えい量 
(1)機器ドレン ・空調ドレン（結露水含む） 

・サンプルシンクドレン 等 
小 

(2)機器損傷 
（配管以外） 

・開放端に繋がる弁のシートリーク 
・弁グランドリーク 
・ポンプシールリーク 
・フランジリーク 等 

小 

(3)人的過誤 ・弁誤操作等 小 

 

(1) 機器ドレン 

通常運転状態において発生するドレンであり，床及び機器ドレンフ

ァンネルにより排水可能な設計としている。 

(2) 機器損傷（配管以外） 

事象については，漏えい量は比較的少なく，漏えいした水は床ドレ

ンファンネルを経由して一般排水ピット等に溜まり，一般排水ピット

等に設置された液位計の監視により検知可能な設計としている。 

なお，再処理施設の過去の運転事象では，配管フランジや弁グラン
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ドからのにじみに関する漏えい量は，数十ミリリットル～百数十リッ

トル程度であり，想定破損の溢水の評価で想定する数十ｍ3 以上の溢

水量 に包含されるものと評価する。

(3) 人的過誤

再処理施設の運転操作にて系統内の流体を系外に放出する操作は

ない。分析のための現場サンプリングでは，サンプリングラックにて

容器に系統内の流体を採取するが，人が介在しているため，漏えいが

あれば速やかに弁を閉止する。

設備の点検作業に伴う系統内の流体の残液処理が発生する場合で

は，隔離範囲を 小限とし，残液が想定される場合は，トレーやホー

ス等を準備し，人が介在し，管理された状態で徐々に排水する。

これらより，人的過誤による漏えい量は少ないと判断する。

なお，再処理施設の過去の運転事象では，操作ミスにより漏えいを

起こした事象は確認できなかったものの，作業において建屋内に約４

ｍ3 の漏えいを起こした事例を確認したが，これについても想定破損

の溢水の評価で想定する数十ｍ3 以上の溢水量 に包含されるものと

評価する。
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２. その他の漏えい事象に対する対応方針 

以上より，第 1 表に整理した事象については，想定破損で想定する溢

水量数十ｍ3以上に包含されるものと考える。 

 

なお，機器の誤作動による溢水については，再処理施設の溢水防護建

屋内において，発電炉に設置されている格納容器スプレイのように自動

作動により系外に水を放出する設備はないため，大気開放された容器類

からの流体の溢れについて想定した結果，タンクはオーバーフローライ

ンを有していることから室内への流体の漏えいは考えにくいことから，

燃料貯蔵プール・ピット等について，補給水設備の誤作動による燃料貯

蔵プール・ピットからの冷却水の溢れについて検討した。 

燃料貯蔵プール・ピット等は，全て接続されており，水位は同じであ

る。また，補給水設備制御用の水位計３台があり，各々の水位計の水位

低で，ポンプが起動し，補給弁が「開」となることで，冷却水の補給が

開始される。これら３台のうち１台が何らかの原因で誤動作した場合を
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想定した場合，補給水が燃料貯蔵プール・ピット等に注入された場合を

想定しても，健全な水位計２台が，プール水液位が通常水位＋５０ｍｍ

の時点（プール上端より約３００ｍｍ下方）で警報を発報する。制御室

の運転員が，警報を確認の上，制御室内で他の水系の水位を確認し，警

報が誤報でないことを判断し，運転員が数分で制御室内の制御盤の補給

弁スイッチを「自動」から「閉」に切り替えることで注水を停止させる

ため，燃料貯蔵プール・ピット等から溢れることはないことから，誤作

動による溢水については想定しない。 

以 上 
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消火栓を設置する区域について 

1．はじめに 

 再処理施設内の消火設備のうち，火災区域又は火災区画に消火活動により

使用する消火栓または消火器等を適切に配置する設計としている。 

 本資料では，再処理施設の火災区域又は火災区画に設置される消火栓及び

消火設備の設置について示すものとする。 

 

2.要求事項 

 再処理施設内で設置している屋内消火栓及び消火設備の設置については，

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準，消防法施行

令第十一条で要求されている「屋内消火栓設備に関する基準」及び日本電気

協会電気技術指針「原子力発電所の火災防護指針（JEAG 4607-2010）」にて要

求されている。第１表に実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準の要求事項を，第２表に消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備

に関する基準」の要求事項を，第３表に日本電気協会電気技術指針「原子力

発電所の火災防護指針（JEAG 4607-2010）」の要求事項を示す。 

 

第１表 実用発電用原子炉及びその附属施設に係る審査基準 抜粋 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，安全機能を有する構築物，系統

及び機器に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

 (2)消火設備 

  ①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及

び機器が設置される火災区域または火災区画であって，火災時に煙の充満，放射線の影響等
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により消火活動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設

置すること。 

  ②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域で

あって，火災時に煙の充満，放射線の影響等により消火活動が困難なところには，自動消火

設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

  ⑤消火設備は，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等

による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設

置すること。 

  ⑥可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えるこ

と。 

  ⑫消火栓は，全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

 

第２表 消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備に関する基準」 抜粋 

第十一条 屋内消火栓設備に関する基準 

屋内消火栓設備は，次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 

・屋内消火栓は，防火対象物の階ごとに，その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が

25ｍ以下となるように設けること。 

 

第３表 原子力発電所の火災防護指針（JEAG 4607-2010） 抜粋 

3.1.2 消火装置 

 3.1.2.1 消火装置と設置対象区域 

 (1)屋内消火栓あるいは屋外消火栓のいずれかは全ての火災区域の消火活動に対処できるよう設けること。 

 (2)火災の悪影響の限定を，耐火，隔壁及び間隔ではなく，消火装置の消火効果に期待する場合で，かつ，

人が容易に接近できない場合は，火災源に固定式消火装置を設けること。 
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(3)火災の悪影響の限定を耐火壁に期待する場合で，かつ，火災荷重より決まる火災強度（＝等価火災時間）

が２時間を越える場合には，早期消火が可能なように，固定式消火装置を設けること。 

〔解説-3-4〕「固定式消火装置」 

電気ケーブルが密集し，かつ，人が容易に接近できない区域に消火装置を設置する場合には，水スプリンク

ラー系を用いるものとする。ただし，密閉された区域でガススプリンクラー系の効果が期待できる場合には，

ガススプリンクラーを用いてもよい。 

固定式消火装置…第２種，第３種のうち，防火対象物又は室専用に消火剤放出口が固定されており，火災源

に接近しなくても遠隔手動，現場手動又は自動により消火剤を放出できるもの。 

3.再処理施設における消火方法について

(1)消火栓を設置する区域

屋内消火栓は，火災区域及び火災区画に設置することとし，消火活動に

対処できるよう適切に配置される設計としている。 
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  なお，火災区域及び火災区画のうち，（２）で示す区域及び人の立ち入り

がないセルについては，消火栓による消火を想定しない設計とする。 

 

 (2)消火栓以外の消火設備を設置する区域 

  屋内消火栓の設置により二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及

び機器に悪影響を及ぼす可能性がある区域及び火災区域となっているセル

の一部及び MOX 粉末を取り扱う室については以下の固定式消火設備を設置

する設計とする。 

  CO2消火設備     ：第四類の危険物を取り扱う室区域もしくは水の

使用により，重大な二次災害の発生するおそれ

のある区域 

  水噴霧消火設備   ：第五類の危険物を取り扱う区域 

  ハロゲン化物消火設備：水の使用ができない区域であり，常時人がいる

場所で作動しても人に被害がない区域 

  粉末消火設備    ：第一類の危険物を取り扱う区域 

 

  また，制御室及び電気室については，電気火災を想定した以下の消火設

備を設置する設計とする。 

 CO2消火器 ：酸素濃度を低下させる窒息作用により消火する 

 粉末消火器：第三種粉末を放出することによる冷却作用，窒息作用等に

より消火する 

以 上 
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令和元年 11 月 1 日 Ｒ1 

 

 

 

 

 
補足説明資料５－１（１１条）  
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補 5-1-1 

 

溢水経路モデル（代表例） 

 

５．２ 溢水経路の設定により設定される溢水経路のモデル

（代表例）を，第１図及び第２図に示す。 

以 上 
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補 5-1-2 

第
１

図
 

溢
水

経
路

モ
デ

ル
図

 
代

表
例

（
分

離
建

屋
）
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補 5-1-3 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

１
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-4 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

略
図

 
代

表
例

（
２

／
８

）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-5 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

３
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-6 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

４
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-7 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

５
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８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-8 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

６
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-9 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

７
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補 5-1-10 

第
２

図
 

溢
水

伝
播

経
路

概
略

図
 

代
表

例
（

８
／

８
）

については、商業機密の観点から公開できません
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令和元年 10 月 18 日 Ｒ0 

補足説明資料５－２（１１条）
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補 5-2-1 

インターキャンペーン中の溢水影響について

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋１階の燃料受入れエリア，燃料貯蔵エリア及

び燃料送出しエリアについては，インターキャンペーン時に溢水経路が変更

となる機器ハッチはなく，溢水経路が変更となることはない。 

【補足説明資料 5-4】 

また，溢水防護建屋内の作業において，溢水経路の変更の可能性がある作

業は，機器ハッチ開放を伴う資機材の搬出入作業であるが，機器ハッチはイ

ンターキャンペーン時に限らず溢水経路としており，溢水経路に変更がない

ことから，通常運転時と同様である。 

【補足説明資料 5-1】 

以 上 
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令和元年 11 月 1 日 Ｒ1 

補足説明資料５－３（１１条）
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678



補 5-3-1 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の溢水経路対策について 

５．２．２ 基本方針を踏まえた対応方針に記載の再処理施設の稼動状態

を踏まえた特別な対応策を，第１図に示す。 
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補 5-3-2 

については、商業機密の観点から公開できません
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令和元年 11 月 15 日  Ｒ2 

補足説明資料５－４（１１条）

681



682



補 5-4-1 

溢水伝播経路図（ＦＡ建屋１Ｆの代表例） 

５．２．２ 基本方針を踏まえた対応方針に記載の再処理施設の稼動状態

を踏まえた特別な対応策による溢水伝播経路を，第１図に示す。 
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補 5-4-2 

については、商業機密の観点から公開できません
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令和元年 10 月 18 日 Ｒ0 

補足説明資料５－５（１１条）
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補 5-5-1 

溢水経路となる開口部について

溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の

区画（溢水防護対象設備が存在しない区画または通路）との間における

伝播経路となる水密扉及び防水扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井

開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレン等の連接状況及び

これらに対する流入防止対策の有無を踏まえ設定する。溢水経路となる

開口を表１に示す。

以 上
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補 5-5-2 

 

 

表 1 溢水経路となる開口 

開口分類 開口種別 
溢水経路 

設定要否 
設定の考え方 

扉 

一般扉 

〇 
・扉の隙間からの漏えいが考えられるため，溢水経

路とする。 

ガラリ付扉 

防火扉 

気密扉 

遮蔽扉 

水密扉/防水扉 × 
・水密扉/防水扉は流入防止対策であるため，溢水

経路としない。 

貫通部 壁，床（天井） 〇 
・貫通部の隙間からの漏えいが考えられるため，溢

水経路とする。 

開 

口 

部 

吹き抜け 

壁，床（天井） 

〇 
・開口部からの漏えいが考えられるため，溢水経路

とする。 

ハッチ 
〇 

・開口に設置された蓋の隙間からの漏えいが考えら

れるため，溢水経路とする。 点検口 

床ドレン 床 〇 
・ドレン配管を通じて他区画から逆流する可能性が

あるため，溢水経路とする。 
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令和元年 10 月 18 日  Ｒ0 

補足説明資料５－６（１１条）
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補 5-6-1 

没水及び蒸気影響評価における別区画の考え方について

＜別区画の考え方＞

ガイドでは，影響評価にあたり「多重性＊ 1 又は多様性＊ 2 を

有する系統が同時にその機能を失わないこと」と記載されてい

ることから，影響評価で“機能喪失有り”となった設備に対し

て，多重性・多様性および分散配置の有無の調査を行い，同時

に機能喪失とならない＊ 3 ことを確認する。 

多重性・多様性および分散配置の考え方を図１および表１に

示す。 

＊１：「多重性」とは，同一の機能を有し，かつ，同一の構造，

動作原理及びその他の性質を有する二以上の系統又は

機器が存在することをいう。 

＊２：「多様性」とは，同一の機能を有する二以上の系統又は

機器が，想定される環境条件および運転状態において，

これらの構造，動作原理及びその他の性質が異なること

により，共通要因又は従属要因によって同時に機能が損

なわれないことをいう。

＊３：単一配管の破損想定に対して，多重性・多様性又は分散

配置の安全設計により対象設備に要求される安全機能

が同時に喪失しないものは機能喪失なしと判断する。 
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補 5-6-2 

図１ 複数系を持つ設備の配置例

表１ 図１の設備に対する多重性・多様性等の有無の判定例

設備
多重性・

多様性

分散

配置
機能喪失 判定 備考

防護対象

1-A 

防護対象

1-B 

有り ○

片系喪失 ○ 評価終了

両系喪失 × 溢水防護対策

防護対象

2-A 

防護対象

2-B 

有り × 

片系喪失 ○ 評価終了

両系喪失 × 溢水防護対策

以 上

692



令和元年 11 月 21 日  Ｒ0 

 

 

 

 

 

補足説明資料５－７（１１条） 
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補 5-7-1 

溢水防護区画を構成するシャッターについて 

溢水防護区画を構成するシャッターの例を第１図に示す。 

例は，精製建屋 地上１階のトラックヤードに設置されているシャッ

ターである。

以 上 
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補 5-7-2 

第１図 区画を構成するシャッター（例：精製建屋 1F） 

精製建屋 地上１階

については、商業機密および核不拡散の観点か
ら公開できません
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補足説明資料６－２（１１条） 
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補 6-2-1 

溢水影響評価における床勾配の考え方と評価の保守性について

1. 床勾配の考え方

溢水水位の評価では，床勾配分を考慮する。

具体的には，溢水水位の評価において，床勾配高さの半分を

評価区画全体の溢水水位に付加し，評価する水位が保守的とな

るように床勾配分に留まる水量を考慮せずに評価する。 

第１図に示すとおり，床勾配（最大 100ｍｍ）を考慮し，床

勾配の半分高さ 50ｍｍを溢水水位算出の基準点とする。

ただし，フリーアクセス床及び床勾配のない部屋については，

床勾配高さを考慮しない。 

第１図 溢水水位算出時の床勾配の考慮について

壁

床勾配の 半分高さ を溢水

水位算出 の基準と する

床 勾 配

▽ 基 準 床 面

▽ 床 勾 配 の 半 分 高 さ

▽ 溢 水 水 位

▽ 床 勾 配 高 さ
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補 6-2-2 
 

2. 没水影響評価における保守性について 

2.1 水位の算出における保守性について 

(1)  溢水量を算出する際に，配管口径，配管長から算出される

系統保有水量の計算値に対して，10％の裕度を確保する。 

(2)  滞留面積の算出においては，壁及び床の盛り上がり（コン

クリート基礎等）範囲を除く有効面積を滞留面積とする。 

(3)  溢水防護区画内に設置されている床ドレンについては，溢

水水位が高くなるように他の区画へ流出しない設定とする。 

 

溢水水位の算出においては，以上のように保守性を確保して

いるが，没水影響評価においては，更に次に記載するゆらぎを

考慮する。 

 

2.2 機能喪失高さのゆらぎ影響考慮について 

溢水の状態を考慮した場合に，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，人のアクセス等により一時的な水位変動（ゆらぎ）が

生じることが考えられるため，防護対象設備の機能喪失高さと

水位の比較においては，算出した溢水水位に対して溢水の伝播

経路による流況等も考慮し，一律 100ｍｍの裕度を確保する設

計とする。 

機能喪失高さ－ゆらぎ 10ｃｍ≧溢水水位 

以 上 
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補 6-3-1 
 

アクセスが可能な滞留水位の設定について 

 

溢水発生時に現場へのアクセスを考慮する場合の条件については，国土交

通省の「地下空間における浸水対策ガイドライン」での歩行が困難となる深

さ等を参考に評価する。 

 

上記のガイドライン 同解説「1.5 避難行動における限界条件の設定」で

は，歩行限界水深の設定例を示しており，避難経路となる通路等の浸水深

30cm を避難の限界（通常の歩行が困難となる深さ）として設定している。 

しかしながら、流水の大きさと歩行の安定性については、「成年男子の場

合、水深が膝程度（40～50cm 程度）の時には、流速がある程度あったとして

もゆっくりであるが安定して歩け、水深が股下程度（80cm 程度）の時には、

大きく影響を受け歩きづらくなっている。（下図参照）」との試験結果の紹

介がされている。 

上記を踏まえ，再処理施設の溢水評価上，歩行可能な水深の判定基準を原

則滞留水位 20 ㎝と設定する。 

 出展：地下空間における浸水対策ガイドライン 同 解説＜技術資料＞ 
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補 6-3-2 

参考資料：地下空間における浸水対策ガイドライン 

同解説 [技術資料 1.5.1(1)]  

1.5 避難行動における限界条件の設定 

1.5.1 浸水している廊下・居室等を避難する際の限界条件 

[技術資料 1.5.1(1)] 

ただし，最終滞留区画等において，滞留水位が 50 ㎝より高くなる場合を

想定し，歩行試験を実施しており、流れがない状態で防護服を着用し，歩行

試験を行った結果，50cm を超える滞留水位においても，歩行可能であること

が確認された。 

＜試験条件＞ 

・水位 ： 0.5m，0.8m，1.1m

・距離 ： 25m

・装備 ： タイベック及びアノラックスーツ，全面マスク，胴長靴着用

各水位で 10kg の運搬荷物の有／無の２種測定 

・人数 ： 8 名

＜試験結果＞ 

水位 1.1m においても 25m の歩行は 1 分以内で可能という結果となった。 

歩行速度については，8 名について水位が高くなるほど到達時間が増える

傾向にあるものの個人差によるバラツキが見られた。（下表参照） 
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補 6-3-3 

＜試験結果まとめ＞ 

以 上 
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＜参 考＞ 
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補 6-4-1 
 

 

滞留面積の算出について  

 

滞留面積については，没水影響評価結果に与える影響が大きい

ことから，以下のような条件にて算出することを基本とする。  

(1) インプット  

ａ．原則として，設計図書又は現場計測値を使用し床面積を

算出する。また，床躯体図を用いて躯体寸法を読み取り，

手計算にて床面積を算出する。  

 

(2) 算出範囲  

ａ．壁，扉等で囲まれた範囲を単位区画として面積を算出す

る。  

ｂ．躯体平面図を確認し，基準床面より盛り上がっている部

分である機械基礎は面積積算の除外範囲とする。  

 

(3) 数値処理  

面積の算出は「 m２ 」単位で行い，小数第２位を切り捨て

る。（床面積算出後に切り捨てを実施する。）  

以 上  
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補 7-1-1 

 

流出係数の根拠について 

 

流出流量は，機械工学便覧のベルヌーイの実用式より次式となる。 

 

流出係数＝ 開口面積 ×
２ ｇ 水頭圧

１＋ノズル係数
 ×3600 

＝ 開口面積 × 流出係数 × ２	 	ｇ	 	水頭圧 ×3600 

 

ノズル係数ζは，開口部をノズルとみなした場合の損失係数で，管路の入

口形状により定まる。破損部の形状として最も近いと考えられる形状は，第

1 図管路の入口形状と損失係数「機械工学便覧」の（c）タイプであり，損

失係数は 0.5 となる。 

 

 

第１図 管路の入口形状と損失係数（「機械工学便覧」より） 

ノズル係数を 0.5 とすると流出係数は，0.82 となる。 
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補 7-1-2 

流出係数 ＝
１

１＋ノズル係数
＝

１

１＋０.５
 ＝ 0.816 ≒ 0.82 

以 上 
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補 7-2-1 

１．溢水量算出要領 

系統溢水量 W は系統漏えい量 W1 と系統保有量 W2 の和とし

て求められる。W2 は当該系統に加え，接続する他系統を含む。 

W(m3) ＝  W1(m3) ＋  W2(m3) 

 

１．１ 系統漏えい量の算出要領 

系統漏えい量 W1 は，流出流量 Q に隔離時間 t を乗じたも

のである。 

W1(m3) ＝  Q(m3/h) × t(h) 

 

ここで，流出流量 Q を以下の計算式より求める。 

Q ＝  A × C × √ (2 × g × H) × 3600 

Q：流出流量（m3/h）  

A：破断面積（m2）  

C：損失係数（0.82）  

g：重力加速度（m/s2）  

H：水頭圧（m） 

 

１．２ 系統保有量の算出要領 

 系統保有量 W2 は，以下の要領で算出する。 

(1)溢水防護建屋内における水，油等の溢水源となり得る配

管を保有量算出対象とする。 

(2)系統図（ EFD）において，溢水源となり得る範囲を抽出

（色塗り）する。 

(3)抽出した範囲について，配管施工図，機器構造図等を準
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補 7-2-2 

備する。 

(4)配管施工図より配管長を算出する。

a.エルボ，ティー等の管継手部は保守的に配管長を算出す

る。

b.レデューサは大口径側の口径を使用する。

c.バルブ，フランジ，ポンプ等の配管途中にあるものは

配管の一部とし，前後の配管口径が異なる場合は，大

口径側の口径を使用する。 

(5)配管長×内径面積により，保有量を算出する。（内径面

積は，公称肉厚にて算出） 

(6)塔，槽等の容器保有量は，定格時における保有量とする。

ただし，定格時の保有量が不明の場合は，注意報あるい

は警報の設定値における保有量とする。 

(7)保有量の算出にあたっては，評価に保守性を確保する観

点から 10％のマージンを確保する。 

ただし，蒸気影響評価では，この限りではない。
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２．溢水量算出条件 

系統溢水量算出は溢水評価ガイドに従う。その他の詳細条

件を以下に示す。 

 

(1)隔離時間（自動）：自動隔離を期待できる場合は，インタ

ーロックを考慮した隔離時間とする。 

(2)隔離時間（手動）：中央制御室又は現場において手動で隔

離する場合は，操作箇所への移動時間等を考慮した時間と

する。 

(3)破損想定箇所：各区画において，最も溢水量が大きくなる

配管の破損を想定する。 

(4)想定破損による溢水では，破損形状は内包する流体のエネ

ルギーに応じて，原則，高エネルギー配管は完全全周破断，

低 エ ネ ル ギ ー 配 管 は ， 配 管 内 径 の 1/2 の 長 さ と 配 管 肉 厚

1/2 の幅を有する貫通クラックを想定する。 

(5)地震による溢水では，耐震 B， C クラス機器が破損するこ

とを想定し，破損箇所より上にある系統保有量が溢水する

ことを想定する。 

(6)数値処理：保守的に算出した漏えい量の小数点以下第２位

を切り上げた値とする。 

(7)ポンプ運転流量：「定格流量」とする。 

(8)配管内圧：原則として「最高使用圧力」とする。ただし，

通常使用圧力が明確な場合は，「通常使用圧力」を使用す

る。 

以 上 
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補 7-3-1 

1.漏えい時の隔離時間について

想定破損時の隔離時間については，漏えい検知，現場まで

の 移 動 ， 漏 え い 箇 所 の 特 定 及 び 隔 離 操 作 等 に よ り 下 記 (1)～

(4)を組合せて算定する。 

(1)漏えい検知までの時間

保守的に破損して流出した溢水が床ドレンから廃液受槽

に流入するまでの時間を 2 時間として，その後 2 時間で液

位の上昇を検知するものとする。 

(2)中央制御室から現場への移動時間

中央制御室から現場への移動時間は，溢水防護建屋のうち，

中央制御室から も離れている建屋（区画）への移動実績時

間を踏まえ，30 分と設定する。

なお，本時間は，現場までの移動であるため、チェンジン

グスペースでの着替え等も含めたものとする。

(3)漏えい箇所特定に要する時間 

漏えい箇所特定に要する時間は，現場での目視確認，中央

制御室への連絡を考慮し，30 分と設定する。

(4)隔離操作時間 

隔離操作は，原則，中央制御室で行うものとする。ただし，

現場確認により，現場での隔離操作が可能な場合は，現場で

の手動隔離を実施する。このため，隔離操作時間は，中央制

御室での隔離箇所検討，現場への指示，操作箇所への移動，

操作を考慮し，40 分（隔離箇所検討 20 分，操作箇所への移

動・操作 10 分×２箇所）と設定する。 
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第 1 表 漏えい時の隔離時間

項目 時間(分) 

漏えい検知までの時間 240 

現場への移動時間  30 

漏えい箇所特定に要する時間  30 

隔離操作時間  40 

合 計 340 

合 計（切上げ） 6(h) 
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2.セル内漏えい時の隔離時間について 

セル内の漏えい時における隔離時間ついては，運転時の状

況と漏えい箇所より，下記(1)～ (3)を組合せて算定する。 

 

(1)漏えい検知までの時間 

セル内の漏えいは，セル内に設置されている漏えい検知

器で検知することができるため，考慮しない。 

(2)中央制御室から現場への移動時間 

セル内の漏えいを現場で確認することはできないことか

ら現場への移動が不要であるため，移動時間は考慮しない。 

(3)漏えい箇所特定に要する時間及び隔離時間 

セル内の漏えい箇所（系統）は，供給系統を停止（隔離）

することで特定する。このため，供給系統の停止，状態確認

時間を考慮し，30 分と設定する。 

 

第 2 表 漏えい時の隔離時間 

項目 時間(分) 

漏えい検知までの時間 － 

現場への移動時間 － 

漏えい箇所特定に要する時間及び隔離時間 30 

合  計 30 

合  計 0.5(h) 

以上 
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補足説明資料７－４（１１条）
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補 7-4-1 

想定破損による溢水量の算定（例）

７．１．４ 溢水量の条件より算定される溢水量（例）を，

第１表に示す。
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第
１

表
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

量
の

算
定

 
分

離
建

屋
（

例
）

については、商業機密の観点から公開できません
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補足説明資料７－５（１１条）
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補 7-5-1 

想定破損による没水影響評価結果（例）

７．２ 想定破損による没水影響評価 第 7.2-1 図に示した

想 定 破 損 に よ る 没 水 影 響 評 価 フ ロ ー よ り 実 施 さ れ る 評 価 結 果

（例）を，第１図に示す。 
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
１

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
２

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
３

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
４

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
５

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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第
１

図
段

階
毎

の
溢

水
水

位
の

評
価

結
果

（
６

／
６

）

については、商業機密の観点から公開できません
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補足説明資料７－６（１１条）
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補 7-6-1 

破損配管からの蒸気噴流の影響について

１. 概要

蒸気影響評価における蒸気の拡散解析では，破損箇所から漏えいする

蒸気は区画内に均一に広がり，同一区画内の温度は１つの平均値になる

としている。一方，実際には配管破損位置からごく近傍は漏えい蒸気の

直接噴出による溢水防護対象設備への影響が考えられるため，想定破損

における蒸気影響評価にて評価対象としている配管と溢水防護対象設備

との位置関係を確認し，溢水防護対象設備が配管を直視できる場合は，

その温度影響について評価する。

２. 温度影響について

漏えい蒸気の直接噴出による影響を評価するため，溢水防護対象設備

が配管を直視できる場合は，噴流工学※1 における乱流／軸対称円形噴流

のフローモデルを参考に，配管破損位置から溢水防護対象設備までの距

離と漏えい圧力及び漏えい温度との関係を算出する。

具体的には，第１図のように蒸気が配管破損位置から 10°の拡がり角

度をもって円錐状に噴出するものとし，配管破損箇所からの距離におけ

る漏えい圧力に対応する飽和温度を算出する。この場合において，空気

抵抗等によるエネルギー損失は保守的に考慮しない。

なお，この手法は，蒸気が漏えい箇所から離れるにつれ冷えることに

よる凝縮，または，サブクール水が大気圧下へ漏えいする際の蒸発とい

った事象を含む場合に対しても問題なく使用できることから，単相，二

相流に関係なく評価ができる。
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補 7-6-2 

※１：参考文献 社河内 敏彦：森北出版株式会社，噴流工学

第１図 直接噴出による影響概要図

以 上

噴出方向

距離 ｘ

10°

0 0

x x

0 0 x x

破損位置

 ：破損位置の圧力 

 ：破損位置の流路断面積 

 ：距離ｘにおける漏えい圧力 

 ：距離ｘにおける噴出影響断面積 
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補 7-7-1 

想定破損の現場確認に用いるアクセス通路の環境想定について 

再処理施設の防護対象建屋において，溢水発生後の現場確認が必要な場合

における環境条件（実施可能性）について以下に示す。 

水位： 

アクセスルート上に溢水による滞留があった場合は，国土交通

省発行の「地下空間における浸水対策ガイドライン」を参考に，

20cm 以下の水位であればアクセス可能と考える。また各サンプの

異常警報から，溢水の発生区域を推測できることから，現場まで

のルートとしては，通路及び階段室を通り，建屋内に複数ある階

段の中で比較的安全なルートを選択することが可能と考えられる。 

また破損の発生区画にアクセスする際にも，扉からの流出状況

等，事前に現場状況を認識できることから，区画内での状況を想

定した対応が可能である。 

温度： 

溢水発生時に現場の温度を上昇させるような高温の溢水源とし

ては，一般蒸気系，暖房用温水系，温水系，過熱水系等が考えら

れるが，これらの系統はそれぞれ以下の理由により，漏えい流体

の温度が低下し，溢水収束後は，現場の環境温度が現場へのアク

セス性に影響を与えることはないと考える。

・ 一般蒸気系は，溢水源のある区画の温度上昇を検知すること

で蒸気遮断弁が自動で閉止する。

・ 一般蒸気系以外は，運転圧力又は流量の変化を確認の上，床
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ドレンの下流側の各サンプで溢水を検知し，系統の隔離措置

を行う。  

線量： 

アクセスルートに使用する区画はセル以外の区画であり，セル

以外の区画で放射性物質を内包する溢水源は極低放射性廃液又は

極々低放射性廃液である。これらの溢水源の内包する放射能濃度

は最大でも 1.85kBq／cm３未満とする設計であるため，放射線量を

考慮しても接近の可能性は失われない。 

また運用面においても，現場作業を行う要員の防護具を配備し，

着用して現場にアクセスすることで，被ばく影響を防止する。 

以上より，現場の環境線量が現場へのアクセス性に影響を与え

ることはないと考える。 

化学薬品： 

溢水源が，薬品等を含むことで化学的な特性をもち，アクセス

時に影響を与える可能性がある場合は，それらの系統に対して基

準地震動及び応力に耐える対策を施し，破損させない設計又は必

要な防保護具の着用を行う設計とする。 

以上より，化学薬品が現場へのアクセス性に影響を与えること

はないと考える。 

照明： 

作業用照明は常用電源若しくは非常用電源等より受電し，現場

各所に設置されていることから，現場へのアクセス性に影響はな
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い。また，溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合でも，

対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の

可搬型照明を配備しており，さらに安全避難通路の誘導灯，非常

灯及び可搬型照明を活用できることから，場所を問わず対応可能

である。 

以上より，照明が現場へのアクセス性に影響を与えることはな

いと考える。 

 

感電： 

電気設備と溢水の発生している状況を同時に考慮すると感電に

よる影響が懸念されるが，現実的には，電気設備が溢水の影響を

受けた場合は短絡が発生し，保護回路がそれを検知しトリップす

ることで，当該電気設備への給電は遮断される。従って感電によ

る影響はないと考えられる。 

 

漂流物： 

屋内に設置された棚やラック等の設備は，安全上重要な施設近

傍に設置しているものについては固縛処置がされており，溢水が

発生した場合においても漂流物となることはない。一方，安全上

重要な施設近傍以外の場所に設置しているものについては，溢水

が発生した場合には漂流物になる可能性はあるが，現場までのル

ートは複数存在するため，その中で比較的安全なルートを選択す

ることが可能と考えられる。よって，漂流物が現場へのアクセス

性に影響を与えることはないと考える。 

以 上 
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補 7-8-1 

応力評価により破損を想定しない配管の管理について

１．はじめに

配管破損の想定にあたって，詳細な応力評価により破損想定の除外を行う

又は破損形状を全周破断から貫通クラックに変更する場合は，減肉，腐食，

疲労による破損を別途想定し，非破壊検査，疲労評価等を定期的に実施する。

定期的な管理と評価を実施することにより，破損の想定を除外する。このう

ち特に配管等の減肉による管理について以下に示す。

２．配管の減肉管理方針について

減肉の可能性のある配管については「発電用設備規格 配管減肉管理に

関する規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＣＡ１－2005）」，「発電用原子力設備規格 加

圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＧ１

－2006）」，「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所配管減肉管理

に関する技術規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＨ１－2006）」(以下，ＪＳＭＥ 規格)

を参考に当社の「配管管理マニュアル」にて管理している。

ここで，内部溢水影響評価において破損を除外する又は破損形状を全

周破断から貫通クラックに変更する配管については，必ずしも上記の測定

対象とならないことから，減肉の有無を確認し，今後の運用において減肉

等による破損がないこととする。

また，対象配管については各破損想定に応じて耐震評価基準又は「溢

水評価ガイド附属書Ａ」の「2.1 運転中に発生する応力に基づく評価法」

の要求を満足させることとする。

753



補 7-8-2 

３．検討対象系統の抽出

以下の手順により対象系統を抽出する。

(1) 対象系統

内部溢水評価結果，対策として応力評価を行い，破損を想定しない又

は破損形状を全周破断から貫通クラックに変更する系統のうち，現状，

非破壊検査による配管肉厚測定を実施しておらず，減肉量を直接かつ定

期的に管理していない系統を対象とする。

(2) 対象材料

再処理施設の低エネルギー配管材料としては，ステンレス鋼および

炭素鋼が使用されているが，配管の主要な減肉事象を第 1 表のとおり

整理し，相対的に耐食性の低い炭素鋼配管を代表として抽出する。第 1

表に主要な減肉事象と炭素鋼配管を代表として減肉測定を実施する理

由を示す。なお，炭素鋼配管であっても，内面ライニング配管につい

ては対象外とする。

第１表 主要な減肉事象と炭素鋼配管を代表として減肉測定を実施する理

由

減肉事象 炭素鋼配管を代表として減肉測定を実施する理由

腐
食

全面腐食 ステンレス鋼は Cr 含有量が多く，表面に形成される不動

態化被膜により炭素鋼に比べ耐食性が優れている。

流れ加速型腐食

(FAC) 
FAC による減肉速度は配管材料の Cr 含有量が多いほど低

下することが知られており，ステンレス鋼は炭素鋼に比

べ，FAC が抑制される。 

エ
ロ
―
ジ

ョ
ン

液滴衝撃エロージ

ョン（フラッシン

グ・エロージョン

含む）

液滴衝撃エロ―ジョンは負圧機器に接続され連続的に高速

二相流が流れる系統で発生する可能性があるが，対象とな

る低エネルギー配管で該当する系統はない。
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キャビテーショ

ン・エロージョン

設計段階においてキャビテーション発生防止のための評

価・確認を実施し，運転条件を適切に維持していることか

ら問題ない。

固体粒子エロージ

ョン

固体粒子を含む系統で起こる事象であるが，応力評価する

溢水源とはならない系統であることから対象外とする。

(3) 対象腐食モード

配管強度に影響をおよぼす腐食モードとしては，流れ加速型腐食

（ＦＡＣ），全面腐食が考えられるが，低温配管については，ＦＡＣの

感受性は低いことから，主に全面腐食を検討対象とする。

以上の検討手順より肉厚測定対象系統を抽出する。

４．検討対象系統の肉厚測定管理について

３項の手順に基づき抽出した検討対象系統については，内部溢水影響

評価の管理項目として，計画的な肉厚測定と管理を行っていく。

５．強度評価を行った配管の肉厚測定について

内部溢水での減肉管理については，過去の測定データ等がなく今後計

画的な実施と測定結果の傾向管理が必要であることから，対象系統が決定

した時点で，現状の減肉状況の確認として応力評価が厳しい箇所について，

確認のため肉厚測定を実施する。

測定方法については，社内標準に定めて実施する。

以 上
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令和元年 11 月 15 日 R1 

補足説明資料７－９（１１条） 
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想定破損による被水影響評価結果（例） 

 

１．評価方法 

被水影響評価は，溢水防護対象設備の設置区画において，溢水源配管の

破損による機能喪失の有無を評価する。 

第１図に示す被水影響評価フローに従い実施する。 

 

第１図 被水影響評価フロー 

 

２．被水影響評価内容 

（１）溢水防護対象設備の仕様調査 

防滴仕様（IP 等級，JP 記号），ケーシングの有無，被水対策の有無を

調査する。防滴仕様の詳細は補足説明資料３－１０に示す。 

①防滴仕様の有無 

溢水防護対象設備の防滴仕様が IPX4 以上である場合，または公的機
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関で実施された IPX4 以上の試験合格品である場合は，被水による機能

喪失は無いと判定する。 

そうでない場合は「②ケーシング有無」に移行する。ただし，当該

設備が旧規格の JP 第２記号４以上である場合は，被水による機能喪失

は無いと判定する。 

＜補足＞IP 等級は JIS C 0920〔電気機械器具の外郭による保護等級 

（ＩＰコード）〕または JIS C 4034〔回転電気機械 第５部：

外被構造による保護方式の分類〕による。JP 記号は旧規格 JIS 

C 4004〔回転電気機械通則〕による。 

②ケーシング有無

溢水防護対象設備がケーシング（収納箱）等で囲われ，影響部位に

水が被るおそれがない構造の場合は，被水による機能喪失は無いと判

定する。 

そうでない場合は「③被水対策の有無」に移行する。 

ケーシングの例を以下に示す。

・現場盤（盤面に操作スイッチ等がないもの）

・格納箱（可溶性中性子注入弁フード等）

③被水対策の有無

溢水防護対象設備が，溢水防護板や被水の影響部位にシーリング，

コーキング等の自主対策がされている仕様である場合は，被水による

機能喪失は無いと判定する。
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（２）破損配管の抽出 

溢水源配管を抽出する。破損配管が無い場合は機能喪失が無いと判定

する。 

なお，天井に開口部がある場合には，開口部から半径１ｍの範囲内に

溢水防護対象設備がある場合には，その開口部も溢水源として抽出する。 

 

（３）障害物の有無 

溢水防護対象設備から直視できる（間に障害物※がなく設備と配管を

直線で結べる）破損配管が存在する場合は，被水による機能喪失があり

と判定し，「（４）離隔配置の判定」に移行する。 

溢水防護対象設備から直視できない場合は機能喪失が無いと判定す

る。 

破損配管が存在する判定例を第２-１図から第２-４図 に示す。 

 

第２-１図 配管の判定例１ 
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第２-２図 配管の判定例２ 

 

 

第２-３図 配管の判定例３ 

 

 
第２-４図 配管の抽出例４ 
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※ 「障害物」とは，被水評価対象配管の破損による溢水に伴い，周囲設置物

に液体が当たって飛散する場合や弾道を描く場合など，さまざまなパター

ンが考えられるため，これらを包絡し，かつ確実な障害となる以下の構造

物とする。

・ 躯体の壁及び梁

・ 塔槽類，ダクト等の設備（被水源となる配管が当該機器で隠れ，配管

が破損し，溢水が発生して飛散しても，当該機器が障害物となり溢水

防護対象設備側には飛散しないものに限る）

・ 溢水防護対象設備を覆うカバー類（溢水防護板含む）

また，上記に無い構造物でも，穴や隙間等を塞ぐことで確実な障害物

となる場合（床に設置される複数の縞鋼板等）は，障害物として考慮で

きるものとする。

（４）離隔配置の判定

想定破損による溢水では，Ａ系Ｂ系設備どちらか一方の系統の安全機

能が失われても，もう一方の系統が別区画に隔離して配置されている場

合（多重性）は，機能喪失しないものとする。

離隔配置がない場合は「（５）被水防護対策」に移行する。

（５）被水防護対策

被水防護対策が必要と判定された溢水防護対象設備は，損傷防止設計

（防護対策）を実施する。

３．被水影響評価結果（例） 

分離建屋 G0156 室の評価結果（例）を以下に示す。 
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（１）破損配管の抽出

№ 配管番号 障害物の有無 

１ 無し 

２ 無し 

３ 無し 

４ 無し 

５ 無し 

６ 無し 

７ 無し 

８ 無し 

９ 無し 

10 無し 

11 無し 

12 無し 

13 無し 

14 無し 

15 無し 

16 無し 

17 無し 

18 無し 

19 無し 

20 無し 

21 無し 

22 無し 

23 無し 

24 無し 

25 無し 

26 無し 

27 無し 

28 無し 

29 無し 

30 無し 

31 無し 

32 無し 

33 無し 

34 無し 

35 無し 

については、商業機密の観点から公開できません
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（２）評価結果

溢水防護対象設備 加熱蒸気冷却水切替弁 冷却水循環ポンプＡＢ 

機器番号 

［第３図］ 

防滴仕様の有無 無し 無し 

ケーシング有無 無し 無し 

被水対策の有無 無し 無し 

障害物の有無 無し 無し 

離隔配置の判定 無し 有り ［第４図］ 

(冷却水循環ポンプＣＤ 

評価結果 ×※ ○

被水防護対策 第５-１図及び５-２図 － 

※：評価結果が×（ＮＧ）の溢水防護対象設備については，補足説明資料３

－13 第２項に示す何れかの蒸気防護対策を実施する。 

第３図 現場写真［  

については、 商業機密の観点から公開できません
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第４図 分離建屋 地下３階 配置図［抜粋］ 

第５-１図 溢水防護板の例（イメージ図面） 

については、 商業機密の観点から公開できません
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第５-２図 溢水防護板の例（イメージ写真） 

以 上 
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令和元年 11 月 21 日  Ｒ2 

補足説明資料７－１０（１１条）
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蒸気曝露試験及び机上評価について

１．はじめに

蒸気影響評価結果「安全機能の維持ができない」と判定さ

れた溢水防護対象設備に対して，実耐力（耐熱温度・耐湿度）

を確認するために蒸気曝露試験を実施する。

ただし，電動機については，機器が大型であり試験装置に

入らないことから机上評価を行なう。 

２．蒸気曝露試験

（１）試験条件 

温度：蒸気拡散解析および直接噴出による影響評価から算

出した最大温度+8℃以上 *1 

＊１  JEAG4623-2008「原子力発電所の安全系電気・計装

品の耐環境性能の検証に関する指針」に基づき設定

湿度：100%RH 相当 *2 

＊２ 湿度は試験中の温度と圧力の相関関係で定まる 

時間：蒸気拡散解析の結果より，配管の破損区画やその近

傍の評価区画では，ほぼ 10 分以内に最高温度に到達

している。配管の破損区画から離れた区画でも約 20

分以内には最高温度に達し，その後区画内温度は下

降していく。（第１図参照） 

その傾向を踏まえ，蒸気曝露試験時間を１時間に設

定した。 
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解析ケー ス： AA-1［

破損区画  

解析ケー ス： AA-3

破損区画  

解析ケー ス： AC-001 ］

破損区画  ：

解析ケー ス： AC-001 ］

破損区画  

第１図 解析温度の時間変化（例）

については、 商業機密の観点から公開できません
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（２）試験方法

試験装置（鋼製容器）に飽和蒸気を連続通気する方法で

試験を実施する。 

第２図に試験装置を示す。

第２図（1/2）  蒸気曝露試験装置［TYPEⅠ］
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第２図（2/2）  蒸気曝露試験装置［TYPEⅡ］
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（３）判定基準

・電気，計装品が通電された状態で電気信号に有意な変動

がないこと。

・駆動部の動作がスムーズであること。

（４）試験結果（例）

 精製建屋（ ）の逆抽出塔流量計測ポットエアリフト

ポンプ圧縮空気供給弁Ａの構成部品のうち，電磁弁の曝露

試験結果を第１表に示す。 

第１表 蒸気曝露試験結果（例）

溢水防護対象設備

[機器番号] 

逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポン

プ圧縮空気供給弁Ａ  

試験体 電磁弁

機能仕様周囲温度 -10～ 60℃

機能仕様周囲湿度 90%RH 

解析結果 温度 62℃

解析結果 湿度 88%RH 

試験温度 100℃

判定 合格

蒸気曝露試験プロファイル

については、 商業機密の観点から公開できません
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試験体写真

３．机上評価

電動機の構造図等を基とし，各部品に対して熱的影響及び

湿度影響を確認し，蒸気漏えい時においても溢水防護対象設

備の機能が喪失しないことについて評価する。ただし，明ら

かに熱的影響，湿度の影響を受けない部位については評価不

要とする。 

（１）評価部位の選定

構成部品毎に機能喪失の有無を確認する。

蒸気漏えい条件下において影響が考えられる電動機の構

成部品は，固定子コイル（絶縁に有機材を使用）および軸

受部（潤滑油，グリスを使用）とする。 
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（２）評価方法

各構成部品は以下の方法で健全性を確認する。

①固定子コイル

蒸気拡散解析および直接噴出による影響評価から算出し

た最大温度に，通電による温度上昇を加えた温度が，設計

上の許容温度以下である場合は“○”，それ以外は“×”

と判定する。 

②軸受，潤滑油・グリス

蒸気拡散解析および直接噴出による影響評価から算出し

た最大温度に，摩擦熱による温度上昇を加えた温度が，設

計上の許容温度以下である場合は“○”，それ以外は“×”

と判定する。 

また，電動機全体への熱影響として，電動機全体の温度

上昇により金属材料の膨張が生じるが，その膨張が回転機

としての動的機能に影響を与えないことを確認し，影響を

与えない場合は“○”，それ以外は“×”と判定する。 

（３）評価結果（例）

 精製建屋安全冷却水Ａ／Ｂポンプの評価結果を第２表に

示す。 
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第２表 机上評価結果（例）

溢水防護対象設備

[機器番号] 

安全冷却水Ａポンプ

Ａ／Ｂ 

安全冷却水Ｂポンプ

Ａ／Ｂ 

部屋番号  

機能仕様周囲温度 40℃ 40℃

機能仕様周囲湿度 － －

解析結果 温度 73℃ 68℃

解析結果 湿度 97%RH 101%RH 

直接噴出 温度 － 100℃

評価結果 温度 × × 

評価結果 湿度 × × 

総合評価 × × 

↓ 机上評価 ↓

固定子コイル 【許容温度】

・JEC2137 記載の環境温度 40℃＋許容温度上昇

幅 105℃（合計 145℃）を基準として，運転

条件の温度上昇幅を差し引いて，許容できる

最大環境温度を設定し評価する。

⇒運転条件温度上昇幅＊：33℃

＊：工場測定データ（全負荷）を基に算定

・許容温度：145℃－33℃＝112℃

【判定】

○：  73℃＜112℃

⇒解析結果温度 73℃に対して，許容温度

112℃であることから「○」と判定

○： 100℃（ 注 １ ） ＜ 112℃

⇒直接噴出温度 100℃に対して，許容温度

112℃であることから「○」と判定

軸受，潤滑・

グリース 

【許容温度】

・ベアリングメーカスペック ：110℃

・軸材料（取扱説明書記載値） ：120℃

・グリース（ﾏﾙﾁﾉｯｸｽﾃﾞﾗｯｸｽ№ 1）：135℃

ベアリングの 110℃を基準として，運転条件

の温度上昇幅を差し引いて，許容できる最大

環境温度を設定し評価する。

⇒運転条件温度上昇幅＊：17℃

＊：工場測定データ（全負荷）を基に算定

・許容温度：110℃－17℃＝93℃

については、 商業機密の観点から公開できません
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【判定】

○：  73℃＜93℃

⇒解析結果温度 73℃に対して，許容温度

93℃であることから「○」と判定

×：  100℃（ 注 １ ）＞ 93℃

⇒直接噴出温度 100℃に対して，許容温度

93℃であることから「×」と判定

総合評価

○ × 

防護対策(案) － 蒸気防護板

注１：第２表 机上評価結果に示す溢水防護対象設備に対し，

「解析結果 温度」と「直接噴出 温度」の２つの温度

がある場合，温度の高い方を机上評価に用いる。 

以 上

については、 商業機密の観点から公開できません
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令和元年 11 月 1 日 Ｒ0 

補足説明資料 7－11（１１条）
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想定破損による蒸気拡散解析結果（例）

１．はじめに

蒸気拡散解析は、汎用熱流体解析コード GOTHIC を用いて実

施している。

蒸気拡散解析条件及び解析結果並びに影響評価結果を以下

に示す。 

２．蒸気拡散解析条件

（１）解析条件 

主な解析項目及び条件設定を第１表に示す。

第１表 主な解析条件

№ 項 目 条件設定

１ 解析コード 熱流体解析コード GOTHIC 

２  区画 －

①自由体積 設計値に対する体積低減率 80％

②初期温度 区画の排気温度（夏季値）

③構築物への伝熱 考慮しない

３ 開口 －

①開口条件 第 2 表参照

②開口面積 区画間の開口面積

４ 蒸気漏えい －

①破損形状 完全全周破断

②流体温度・圧力 通常運転値

③漏えい量 隔離までの漏えい量＋系統保有量

５ その他 －

ノード 集中定数型
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（２）伝播経路

 蒸気拡散解析における伝播経路は，換気空調設計にて考

慮する開口に加え，蒸気の有意な伝播が考えられる開口を

伝播経路とする。具体的な伝播経路となる開口を第２表に

示す。 

なお，伝播経路を考える上で，以下の点を考慮する。

①一般扉・ハッチ

一般扉・ハッチは開口部としない。換気空調設計にお

いて一般扉・ハッチは境界条件であり，空気が流れる

評価上の条件としていない。また，一部の蒸気が一般

扉・ハッチの隙間を介して隣接室に流れたと仮定して

も，蒸気は第２表に示す開口に流れるものが支配的で

あること，隣接室に流出した一部の蒸気は換気空調に

よって滞留しないことから，一般扉・ハッチを開口と

しないことによる有意な影響はない。

②防火ダンパ

防火ダンパの作動は考慮しない。仮に防火ダンパが作

動した場合は，伝播経路の遮断となるため，溢水源と

溢水防護対象設備の設置区画の位置関係によっては非

保守的な解析となる。しかし，その非保守性は，構築

物への伝熱を考慮しない保守性に包絡されるため，防

火ダンパの作動を考慮しないことによる有意な影響は

ない。
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補 7-11-3 

第２表 区画設定の開口条件

分類 種別 備考

ダクト トランスファダクト

・附属機能なし

・防火ダンパ付

・逆止ダンパ付

・防火ダンパは作動すること

を考慮しない。

・逆止ダンパは、順流方向は

開口として扱い、逆流は発

生しない設定とする。

扉 ガラリ付扉 ・対象はガラリ部とする。

吹き抜け － ・階段がある床開口も含む。
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補 7-11-4 

（３）蒸気拡散解析モデル

前処理建屋の溢水防護対象設備が設置される 室を

評価対象の例として，第１図に「蒸気拡散解析モデル

（例）」を示す。 

については、 商業機密の観点から公開できません
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補 7-11-5 

第１図 蒸気拡散解析モデル図（例） 前処理建屋 解析モデルＡ

については、 商業機密の観点から公開できません
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補 7-11-6 

３．解析結果

 第３表に「蒸気拡散解析結果（例）」を示す。前処理建屋 

の解析結果は，解析ケース AA-1（破損区画 の

場合が最も厳しく，最大値は温度 67℃ /湿度 100%RH となる。

第３表 蒸気拡散解析結果（例） ［前処理建屋 Y0249］

解析ケース 破損区画
温度最大値

[℃] 

湿度最大値

[%RH] 

AA-1 67 100 

AA-3 46 64 

AA-5 41 51 

AA-6 50 87 

AA-7 66 93 

第２図 温度解析結果の時間変化（例）

については、 商業機密の観点から公開できません
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補 7-11-7 

４．影響評価結果

影響評価は，溢水防護対象設備の機能仕様温度及び湿度と，

解析結果の温度及び湿度の比較にて評価する。（第４表参照）

総合評価の結果，機能喪失する設備については，対策（補

足説明資料 3-13，補足説明資料 7-10）を実施する。 

第４表 蒸気影響評価（例）

溢水防護対象設備

差圧伝送器 

（溶解液密度を計測

し、密度高で警報

を発する） 

溶解設備 安全系Ａ

№7 計装ラック

環境仕様温度 85℃ 60℃

環境仕様湿度 100%RH 情報なし

解析結果 温度 67℃ 67℃

解析結果 湿度 100%RH 100%RH 

評価結果 温度 ○ × 

評価結果 湿度 ○ × 

総合評価 ○ × 

以 上
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令和元年 11 月 15 日 Ｒ3 

補足説明資料８－１（１１条） 
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消火活動に伴う放水量について 

８．の消火水による没水影響評価方針より実施した評価にて，溢水の発生

を想定する区画及び溢水量について第１表に示す。 
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AB 建屋の の放水による影響を評価した結果，消火栓からのほう水

量は 7.8 m3であるため，配管の想定破損の溢水量約 1,023m3に包含される。 

想定破損による溢水量の算出については，補足説明資料 7-5 を参照のこと。 

消火活動における放水量に関する運用管理について 

1．はじめに

火災時の消火活動における消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備から

の放水による発生溢水量は，評価において設定している放水時間に十分な

保守性を持っていることから，没水による溢水防護対象設備に影響を与え

ることはないと考えるが，運用においては，消火栓，連結散水及び水噴霧

消火設備からの放水が溢水防護対象設備に影響を及ぼす可能性について教

育を行い，確実な運用を図っていく。 

2．消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水時間に関する保守性に

ついて 

消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水による消火活動を想

定している区画については，最大３時間の放水時間を設定している。なお，

火災源が小さい場合は火災荷重に基づく等価時間により放水時間を設定す

る。（別紙１参照） 

補8-1-2 については、 商業機密の観点から公開できません794



3．運用における対応について 

運用については，今後必要な規程類に留意すべき注意事項を記載する。 

(1) 消火活動における安全上重要な設備への影響考慮について

再処理施設で発生した火災に対する消火活動においては，再処理施

設の安全上重要な設備への影響を考慮し消火活動を実施する必要があ

ることから，再処理施設の消火活動時には，溢水防護対象設備に対し

て不用意な放水を行わないよう消火活動における運用及び留意事項を

教育する。 

(2) 教育訓練

火災発生時の消火活動の留意事項の内容については，消火活動に従

事する可能性のある作業員に対しその重要性について教育する必要が

あることから，教育及び消防訓練等を通じて周知徹底を図っていく。 

以上 
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別紙１

消火活動からの放水時間及び放水量に関する保守性について

1．基本的な考え方

内部溢水ガイドに記載のとおり，再処理施設内で生じる異常状態の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢水を想定し，溢水防護対象設

備に対する影響を評価する。 

 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統からの

放水のうち，消火活動のために設置される消火栓，連結散水及び水噴霧消火

設備からの放水による溢水を想定する。なお，自動作動するスプリンクラー

は設置されていないことから，消火活動における溢水量として考慮しない。 

 消火活動における溢水量については，溢水防護対象設備が設置されている

建屋の各区画において消火活動を実施する時間を想定して算定する。 

具体的には原則として３時間の消火活動を想定して溢水量を算定している

が，火災源の小さいエリアについては，日本電気協会電気技術指針「原子力

発電所の火災防護指針（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1）の規定による火災

荷重及び等価火災時間で算定する。また，評価における溢水量は消火栓設備

の設置基準を参考に設定する。 

2．放水時間の設定 

2.1 消火活動に係る時間設定 

具体的な消火活動における消火水の放水時間設定については以下のと

おり妥当と考える。 

(1)基本的考え方

消火栓からの溢水量の算定に当たっては，「原子力発電所の火災防護
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審査指針（JEAG4607-2010）」の解説-4-9「耐火壁」に，２時間の耐火

性能と記載されているが，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準」に規定する３時間の耐火性能を基本とすること

としているため，消火装置が作動する時間を保守的に３時間とする。 

 なお，火災源が小さい場合は，日本電気協会技術指針「原子力発電所

の火災防護指針（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1）の規定による，火災

荷重に対応する等価火災時間を放水時間とする。 

図１．「原子力発電所の火災防護指針（JEAG4607-2010）」抜粋 

(2)等価火災時間とする場合

消火栓からの放水は，その区画における火災荷重に値する等価火災時

間を用いる。火災評価においては区画内の可燃性物質の火災荷重（単

位時間当たりの発熱量）と燃焼率（単位時間単位面積当りの発熱量）

から，各火災区画の等価火災時間（潜在的火災継続時間）を求め，求

められた等価火災時間からの区画における耐火壁の耐火能力が十分で
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あることを評価する。この等価火災時間により火災が継続する時間を

概算できることから，火災荷重より求められた等価火災時間を放水時

間として評価する。 

2.2 放水時間に関する保守性について 

(1)消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの溢水量については，内部

溢水ガイドに基づき，３時間の消火活動を想定して溢水量を算定する

こととし，火災源が小さい場合は，火災源の火災荷重より，等価火災

時間を 0.5 時間刻みで切り上げて算出していることから，等価火災時

間以内での消火が可能とされる。

(2)可燃性物質が燃焼し燃え尽きる時間が等価火災時間であるが，実際に

は消火活動を開始する燃焼時間が含まれていることから，実際の放水

時間は等価火災時間よりも短くなり，保守的な設定となる。

3．放水量の設定 

3.1 消火活動に係る放水量の設定 

消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水における評価におい

て，設定する放水量は下記より妥当と考える。 

(1)設定放水量

消火活動における消火栓からの放水による溢水影響評価では，再処理

施設に設置している屋内消火栓については消防法施行令第十一条で要

求されている「屋内消火栓設備に関する基準」より，130L／min 以上を

放水することができる能力を有している設備であることから，保守的

に消火栓２本分の溢水量で評価する。また，消火活動における連結散

水及び水噴霧消火設備からの放水については，ヘッド１個当りの規定
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放水量又は標準放水量の 1.1 倍に系統のヘッド数を乗じて算出した流

量を用いて評価する。 

(2)再処理施設における運用

再処理施設内で水消火を行う場合は，水消火による被水の影響を最小

限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

よう消火活動における運用及び留意事項を教育する。 

3.2 放水量に関する保守性について 

評価上の放水量については，再処理施設内の消火栓については消防法施行

令第十一条に規定されている「屋内消火栓設備に関する基準」により，消火

栓１本からの放水量を 130L／min とし，保守的に２本分の放水量とする。 

連結散水及び水噴霧消火設備については，ヘッド１個当りの規定放水量又

は標準放水量の 1.1 倍を用いて評価する。 

以上のことから，２項の放水時間並びに３項の放水量は，評価上保守的な

値であり，それらを乗じて算出している溢水量については，十分保守性があ

る。 

以 上 
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表１．消火活動に伴う溢水の有無について

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 23.8

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 59.4
消火栓 15.6
連結散水 95.1
消火栓 46.8
連結散水 71.3
消火栓 46.8
連結散水 71.3

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 31.2
連結散水 95.1
消火栓 15.6
連結散水 118.8

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 15.6
連結散水 59.4

AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 有 消火栓 1 15.6

消火栓 15.6
連結散水 118.8

AA 有 消火栓 0.5 7.8

AA 有 0.5

溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AA 有 0.5

1AA 有

有AA 2

有AA 1

有AA 3

3有AA

1有AA

1有AA

※１　（　）は火災源はないが，消火活動に伴う溢水源が存在する部屋
保守的に等価火災時間0.5時間で放水量を算出する。

※２　「固定式消火設備等」とは，CO2消火設備，CO2消火器，小型CO2消
火器，粉末消火設備，粉末消火器，小型粉末消火器を含むものと
する。

補 8-1-8 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

消火栓 7.8
連結散水 17.9

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 11.9

AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0 7.8
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 53.5
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 23.8
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 46.8
連結散水 71.3

AB 有 消火栓 0 7.8
消火栓 7.8

連結散水 17.9
AB 有 消火栓 0.5 7.8

0.5有AA

0有AA

有AB 0.5

0有AB

0.5有AB

0.5有AB

0.5有AB

0有AB

3有AB

補 8-1-17 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

消火栓 46.8
連結散水 142.6

AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0 7.8

消火栓 7.8
連結散水 41.6
消火栓 7.8
連結散水 17.9

AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 17.9
消火栓 23.4
連結散水 35.7
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 15.6
連結散水 190.1
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 11.9

AB 有 消火栓 0 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8
連結散水 11.9

AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 有 消火栓 0 7.8
AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8

有 3AB

0.5有AB

1.5有AB

0.5有AB

0有AB

1有AB

0有AB

0有AB

0有AB

0.5AB

0有AB

有

0.5有AB

0有AB

補 8-1-18 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AB 有 水噴霧 0.5 5.3
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 水噴霧 0.5 4
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 196.1

AC 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 7.8
連結散水 71.3
消火栓 7.8
連結散水 71.3
消火栓 15.6
連結散水 237.6
消火栓 7.8
連結散水 71.3

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 71.3

AC 有 水噴霧 0 13.2
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 89.1

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8

消火栓 15.6
連結散水 392.1

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
水噴霧 4
消火栓 7.8
水噴霧 15.9

AC 有 消火栓 1 15.6
消火栓 7.8
水噴霧 6.6

0.5有AC

1有AC

0.5有AC

0.5有AC

有AC 0.5

0.5有AC

有AC 0.5

0.5有AC

有 0.5AC

1有AC

0.5有AC

補 8-1-19 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AC 有 消火栓 0 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 112.9

AG 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 31.2
連結散水 95.1

AG 無（固定式消火設備等） － － －
消火栓 7.8

連結散水 118.8
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 有 消火栓 0.5 7.8
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 1.5 23.4
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 1 15.6
CA 有 消火栓 1 15.6

0.5有AG

0.5有AG

2有AG

補 8-1-20 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 有 消火栓 0.5 7.8
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 有 消火栓 0.5 7.8
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1.5 23.4
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 2 31.2
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 1.5 23.4
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 無（固定式消火設備等） － － －
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8

補 8-1-21 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1.5 23.4
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 1.5 23.4
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 1 15.6
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 0 7.8
BA 有 消火栓 3 46.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
BA 有 消火栓 0.5 7.8
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －

補 8-1-22 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 59.4

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無 － － －
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 47.6
消火栓 7.8
連結散水 53.5

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 1 15.6
KA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 41.6

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 15.6
連結散水 118.8

KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8

有KA 0.5

KA

0.5

0.5

有KA

有KA

0.5有KA

1有

補 8-1-23 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 1 15.6
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －

補 8-1-24 については、 商業機密の観点から公開できません
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

消火栓 7.8
連結散水 59.4
消火栓 15.6
連結散水 59.4
消火栓 15.6
連結散水 118.8
消火栓 15.6
連結散水 118.8

F1B

F1B 1

1

F1B 1

有

有

有

0.5有F1B

補 8-1-25 については、 商業機密の観点から公開できません
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令和元年 11 月 1 日 Ｒ1 

補足説明資料９－１（１１条）
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補 9-1-1 

女川発電所使用済み燃料プール水のダクト流入に関する検討

について 

燃料貯蔵プール・ピット等が設置されている区画においては，

スロッシングによる給排気口から換気空調ダクトへの溢水流

入が想定されるが，再処理施設の燃料貯蔵プール・ピット等の

水面近傍には，換気空調ダクトがなく，スロッシング水の流入

のおそれはない。 

基本的に換気空調ダクトは区画内の上部に設置されており、

区画内の壁際で鉛直方向に給排気口が設置されている。 

このため，スロッシングによる溢水が給排気口を通じて換気

空調ダクト内に流入することはない。 

第１図  ダ クト布設 状況及び 給排気口 (例 ) 

ダクト 給排気口
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令和元年 11 月 1 日 Ｒ0 

補足説明資料９－２（１１条）
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補 9-2-1 

耐震Ｂ，Ｃクラスの溢水防護対象設備リスト（例）

再処理施設における耐震Ｂ，Ｃクラス機器の溢水防護対象設備

については，以下に分離建屋の代表例を示す。 

建屋名 系統名 機器名称 機器番号

分離建屋 分離設備
第２ウラン・プルトニウ

ムモニタ計測ポット

分離建屋 分配設備
第２アルファモニタ計

測ポット

以 上

については、 商業機密の観点から公開できません
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令和元年 11 月 15 日  Ｒ1 

補足説明資料９－３（１１条）
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地震破損による没水影響評価結果（例）

９．６ 地震時の没水影響評価に示す評価方法にて実施した

評価結果（例）を，第１図に示す。また，評価時に算出した溢

水高さと評価結果での溢水高さを建屋平面図上に示した図を第

２図に示す。 

さらに，本評価で用いた，配管の保有水量を第１表，容器の

保有水量を第２表に示す。 
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第１表 分離建屋における系統の保有水量（配管）

系統名称

（設備・工程区分）
建屋※

系統保有水量

[m3]

液体廃棄物 (前処理建屋)

計量・調整工程 (前処理建屋)

試薬廃液 (前処理建屋)

冷却水、冷水 (冷却水設備)

蒸気 (前処理建屋)

試薬

インラインモニタ

試料採取

アクティブギャラリ

槽類オフガス処理

液体廃棄物

建屋換気

共除染・分配工程

共除染・分配工程パルセーション設備

共除染・分配工程パルセータオフガス処理工程

共除染・分配工程溶媒再生工程

分離施設リワーク工程

ウラン第1中間濃縮工程

ウラン第1中間濃縮缶加熱設備

高レベル廃液濃縮工程

高レベル廃液濃縮缶加熱・冷却設備

第1酸回収工程

第1酸回収蒸発缶・精留塔加熱設備

第1酸回収工程回収酸貯蔵工程

アルカリ廃液濃縮工程

アルカリ廃液濃縮缶加熱・冷却設備

試薬廃液

温水

冷却水、冷水

蒸気

圧縮空気

除染試薬

純水、飲料水、工業用水

防・消火設備

一般排水

槽類オフガス処理 (精製建屋)

硝酸ウラニル貯蔵工程 (精製建屋)

硝酸ウラナス調整工程 (精製建屋)

第2酸回収工程 (精製建屋)
Low tritiated acid storage（第2酸回収工程回収酸貯蔵工
程）

(精製建屋)

Solvent storage（溶媒貯蔵工程） (精製建屋)

プルトニウム精製工程溶媒再生工程 (精製建屋)

プルトニウム精製施設リワーク工程 (精製建屋)

プルトニウム精製工程 (精製建屋)

槽類オフガス処理 (低レベル廃液処理建屋)

WTF2工程 (低レベル廃液処理建屋)

WTF1供給液貯蔵工程 (低レベル廃液処理建屋)

液体廃棄物 (ハル・エンド　ピース貯蔵建屋)

試薬廃液 (ハル・エンド　ピース貯蔵建屋)

槽類オフガス処理 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

除染試薬 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物 (分析建屋)

回収工程 (分析建屋)

- (建屋間取合施設)

液体廃棄物 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理工程 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

気送設備 (前処理建屋)

気送設備

気送設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物処理（極低放射性廃液） (使用済燃料輸送容器管理建屋)

液体廃棄物処理（極々低放射性廃液） (使用済燃料輸送容器管理建屋)

※分離建屋にある他建屋系統

合計

配管の保有水量

補9-3-338

については、商業機密の観点から公開できません
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第２表 分離建屋における系統の保有水量（容器）

極低レベル含塩廃液受槽

中和槽
極低レベル含塩廃液受槽
純水受槽
極低レベル無塩廃液受槽
極低レベル含塩廃液受槽
極低レベル廃液サンプ槽
凝縮水受槽
蒸気発生器
凝縮水受槽
回収硝酸貯槽
回収水受槽
廃液受槽A
廃液受槽B
回収硝酸貯槽
回収溶媒第1貯槽
回収希釈剤第1貯槽
極々低レベル廃液サンプ槽Ａ
極々低レベル廃液サンプ槽Ｂ
凝縮水受槽
飲料水受槽
ウラン濃縮缶
回収硝酸受槽
回収硝酸大気側ポットA
蒸発缶凝縮水ポット
精留塔凝縮水ポット
蒸気発生器
アルカリ廃液濃縮缶
廃液中和槽
廃液受槽C
ウラン濃縮液第２受槽
ウラナス溶液中間貯槽
廃液中和槽A
廃液中和槽B
過熱・冷却水膨張槽
硝酸受入れ貯槽
水酸化ナトリウム受入れ貯槽
亜硝酸ナトリウム受入れ槽
硝酸ヒドラジン受入れ貯槽
高性能粒子フィルタドレンポット
ウラン濃縮缶濃縮液分離ポット
アルカリ廃液濃縮缶濃縮液分離ポット
炭酸ナトリウム貯槽
第1回収硝酸受槽
第１回収硝酸0.1N調整液
Nox発生塔廃液ポット
酸除染液調整槽
アルカリ除染液調整槽
硝酸ウラニル受槽
第1回収硝酸0.1N調整槽
第2回収硝酸受槽
第2回収硝酸1N受槽
第2回収硝酸1N調整槽A
第2回収硝酸1N調整槽B
第2回収硝酸XN調整槽
回収溶媒調整槽
回収溶媒受槽
回収希釈剤受槽
硝酸ウラナス受槽
硝酸10N調整槽
水酸化ナトリウム0.1N供給槽
水酸化ナトリウム0.1N調整槽
硝酸ヒドラジン0.1M供給槽
硝酸ヒドラジン0.1M調整槽
炭酸ナトリウム受槽
廃ガス洗浄槽
第2回収硝酸XN調整槽
洗浄液受入槽
硝酸受槽
水酸化ナトリウム受槽
硝酸ヒドラジン受槽
亜硝酸ナトリウム受槽
温水膨張槽
冷却水膨張槽
冷水1膨張槽
冷水2膨張槽
純水供給ポット
漏えい液希釈溶液供給槽
合計

容器の保有水量

機器名称 [m3]

補9-3-339

については、商業機密の観点から公開できません
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補 10-1-1 

 

汎用熱流体解析コード STAR-CD について 

 

1．概要 

 STAR-CD は，VOF（Volume of Fluid）法を搭載した CD-adapco 社製の汎

用熱流動解析コードである。VOF 法は，気液界面の変形を伴う三次元非定

常流動現象を高精度に解析できる手法であり，スロッシング現象の把握に

適している。「原子力発電所耐震設計技術規定 JEAC 4601-2008」におい

て，VOF 法はスロッシング解析における精度の高い手法であり，複雑な容

器形状や流体の非線形現状を考慮する場合に有効であることが記載されて

いる。

 

2．VOF 法について 

2.1 解析コードの特徴 

  本解析コードは，有限体積法を用いた汎用流体解析プログラムであり，

数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，鉄道，自動車，機械，

原子力・火力・水力・風力発電などのさまざまな分野の流体解析に広

く利用されている。 

 

2.2 解析手法 

 VOF（Volume of Fluid）は各計算セルに含まれる流体の体積率を示す。 

 ある計算セルが液体（水）で満たされていれば VOF=１，気体（空気）

で満たされていれば VOF=０である。計算セル内に液体が部分的に存在し

ている場合は，その割合に応じた VOF 値（０≦VOF≦１）が設定される。

第１図に計算セルの例を示す。 
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補 10-1-2 

 

 

第１図 計算セルの例 

 

 以下に VOF 法の計算の概略の流れを示す。 

 (1) 質量保存式と運動量保存式から各計算セルの流速を求める。 

 (2) 求めた流速をもとに VOF 値に関する輸送方程式を解き，気液界面位置

を決定する。 

 (3) 時間を進めて上記計算を繰り返す。 

 

2.3 解析コードの妥当性について 

 藤田らは，流体を含む短形容器の加振試験のシミュレーション解析を行

い，結果を比較ひたものを報告 1)している。短形容器を容器内流体（水）

のスロッシングの１次固有振動数（約 1.6Hz 相当）かつ最大加速度約

70mm／s2の正弦波にて加振し，時刻歴波高を超音波式変位計で計測してい

る。また，容器からの溢水量を，加振試験終了後に計測した液位下に液面

の面積を乗じることで算出し，VOF 法を用いる解析コード STAR-CD にて，

容器からの溢水量及び容器内流体の時刻歴波高を算出し比較した。 

 その結果，解析結果の時刻歴波高と溢水量は加振試験に対して最大波高

で約 18％以内，溢水量で約 5～16％の範囲で一致し，かつ保守的な傾向と

なったとしている。 

：気体セル

：共存セル

：液体セル

：境界セル

水面
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 したがって，使用済み燃料プール・ピット類のスロッシング現象の把握

における解析に用いることは妥当である。 

参考文献 1) 使用済燃料プールの地震時溢水量評価に用いる解析コードの

検証 
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補 11-2-1 
 

 

スロッシングによる溢水量低減のために設置する止水板又は堰，及び蓋 

について 

 

１．止水板又は堰，及び蓋の設置について 

 

スロッシングによる溢水量低減のために設置する止水板又は堰，及び蓋

の設置イメージを第１図に示す。 

止水板又は堰は，第１図に赤線で示すように，プールの周囲を囲むよう

に設置する。また，蓋については，第１図に青色で着色した範囲に示すよ

うに，通常の運転に支障をきたさない範囲に設置する。これらの組み合わ

せにより，スロッシングによる溢水量を低減する。 
 

 

 
第１図 止水板又は堰，及び蓋の設置イメージ 
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補 11-2-2 

２．三次元流動解析における止水板又は堰，及び蓋の取り扱いについて 

三次元流動解析のモデルでは止水板又は堰，及び蓋を考慮する。具体的

には第２図に示す燃料貯蔵プール・ピット等の構造モデルに止水板又は堰，

及び蓋を追加した状態で解析を実施する。 

第２図 燃料貯蔵プール・ピット等の構造モデル 

（止水板又は堰，及び蓋なし）

以 上 
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補 11-1-1 
 

 

 

屋外タンク等の容量について 

 

１．はじめに 

  再処理事業所敷地内にある屋外タンク等の溢水により，防護

対象建屋へ影響を与えるおそれのあるタンク等の容量を第１

表に示す。 

 

  屋外タンク等の配置は，補足説明資料 11-2，屋外タンク等

の溢水による影響評価は，補足説明資料 11-3 に示す。 
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第１表 溢水影響のあるタンク等の容量

№ 建 屋 ・設 備 名 称 機 器 番 号 機 器 名 称
保 有 量

(m3)  

1  開 閉 所

CLR-D1 
構 内 電 源 設 備 現 流 リア

クトルＤ１
5.2 

CLR-D2 
構 内 電 源 設 備 現 流 リア

クトルＤ２
5.2 

2  常 用 冷 却 水 設 備 冷 却 塔 367.0 

3  常 用 冷 却 水 設 備 散 水 用 水 貯 槽 160.0 

4  ボイラ用 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 所
燃 料 油 貯 蔵 タンクＡ 2,000.0 

燃 料 油 貯 蔵 タンクＢ 2,000.0 

5  ボイラ用 燃 料 貯 蔵 所
燃 料 油 サービスタンクＡ 150.0 

燃 料 油 サービスタンクＢ 150.0 

6  工 業 用 水 施 設

ろ過 水 貯 槽 2,500.0 

飲 料 水 貯 槽 1,000.0 

純 水 貯 槽 A 1,000.0 

純 水 貯 槽 B 1,000.0 

7  工 業 用 水 施 設 飲 料 水 増 設 貯 槽 150.0 

8  D/G 燃 料 油 受 入 貯 蔵 所

燃 料 油 貯 槽 タンクＡ 50.0 

燃 料 油 貯 槽 タンクＢ 50.0 

燃 料 油 貯 槽 タンクＣ 50.0 

燃 料 油 貯 槽 タンクＤ 50.0 

9  先 行 用 常 用 冷 却 水 製 造 設 備
冷 却 塔 4.9 

膨 張 槽 0.3 

10  運 転 予 備 用 冷 却 水 設 備 冷 却 塔 13.2 

11  ユーティリティ施 設
冷 却 塔 25 

膨 張 槽 0.7 

12  ユーティリティ施 設
１号 受 電 変 圧 器 24.0 

２号 受 電 変 圧 器 24.0 

13  第 ２ユーティリティ施 設
３号 受 電 変 圧 器 24.0 

４号 受 電 変 圧 器 24.0 

14  第 ２ユーティリティ施 設 冷 却 塔 Ａ～Ｄ 9.0 

15  再 処 理 事 務 所  西 棟 － 受 水 槽 50.0 

16  非 常 用 電 源 建 屋 冷 却 水 設 備
冷 却 塔 A 26.0 

冷 却 塔 B 24.0 

17  冷 却 水 設 備 安 全 冷 却 水 A 冷 却 塔 116.0 

18  冷 却 水 設 備 安 全 冷 却 水 B 冷 却 塔 234.0 

19  
使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 施

設 用 冷 却 水 設 備  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 A 50.0 

膨 張 槽 A 15 

20  
使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 施

設 用 冷 却 水 設 備  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 B 50.0 

膨 張 槽 B 15 

21  原 水 ポンプ建 屋 貯 水 槽 10,000.0 

22  旧 バッチャープラント － 貯 水 地 13,275.0 

合 計 34,691 .5  

以 上

1174については、 商業機密の観点から公開できません
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補足説明資料１１－２（１１条）
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補 11-2-1 

屋外タンク等の配置について

１．はじめに

 再処理事業所敷地（第１図）内にある屋外タンク等の溢水に

より，溢水防護建屋へ影響を与えるおそれのあるタンク等の配

置図を第２図に示す。また，主な現地の状況を「別紙」に示す。

 屋外タンク等の容量は，補足説明資料 11-1，屋外タンク等

の溢水による影響評価は，補足説明資料 11-3 に示す。 

1177



補 11-2-2 

第１図 再処理事業所 敷地の概況図

1178



補 11-2-3 

第２図 屋外タンク等の配置図
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補 11-2-4 

別紙

１．Ｇ１ 開閉所：構内電源設備現流リアクトルＤ１／Ｄ２

［CLR-D1/D2］

２．Ｇ２ 常用冷却水設備：冷却塔［ ］

1180
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-5 

３．Ｇ２ 常用冷却水設備：散水用水貯槽［ ］

４．Ｇ３ ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所：

燃料油貯蔵タンクＡ／Ｂ［ ］

1181については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-6 

５．Ｇ４ ボイラ用燃料貯蔵所：

燃料油サービスタンクＡ／Ｂ ］

６．Ｇ６ 工業用水施設：ろ過水貯槽 ］、

飲料水貯槽 ］、

純水貯槽Ａ／Ｂ［ ］

1182
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-7 

７．Ｇ６ 工業用水施設：飲料水増設貯槽［ ］

８．Ｇ７ Ｄ／Ｇ燃料油受入れ貯蔵所：

燃料油貯槽タンクＡ／Ｂ／Ｃ／Ｄ［ ］

1183
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-8 

９．Ｇ８ 先行用冷却水設備：

冷却塔［ ］、膨張槽［ ］

10．Ｇ９ 運転予備用冷却水設備：冷却塔 ］

1184
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-9 

11．ＧＣ ユーティリティ施設：

冷却塔［ ］、膨張槽［ ］

12．ＧＣ ユーティリティ施設：

1185
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-10 

１号／２号受電変圧器［MTB-T1/T2］

13．ＧＣ２ 第２ユーティリティ建屋：

３号／４号受電変圧器［MTB-T3/T4］

14．ＧＣ２ 第２ユーティリティ建屋：冷却塔Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ

［ ］

1186
については、 商業機密および核不拡散の観点から公開できません



補 11-2-11 

15．Ｈ２Ｗ 新緊急時対策所：受水槽

16． G10 非常用電源建屋 冷却水設備：

冷却塔Ａ／Ｂ［ ］

1187
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-12 

17.冷却水設備： 安 全 冷 却 水 Ａ冷 却 塔

18.冷却水設備： 安 全 冷 却 水 Ｂ冷 却 塔 ］ 

1188
については、 商業機密の観点から公開できません



補 11-2-13 

19.  使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 施 設 用 冷 却 水 設 備 ： 

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ／膨 張 槽 Ａ

20.  使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 施 設 用 冷 却 水 設 備

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ｂ／膨 張 槽 Ｂ

1189
については、 商業機密および核不拡散の観点から公開できません



補 11-2-14 

21.原水ポンプ建屋・貯水槽［ ］

22. 旧バッチャープラント・貯水地

以 上

1190
については、 商業機密および核不拡散の観点から公開できません
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補 11-3-1 

屋外タンク等の溢水による影響評価

 溢水防護対象設備の設置されている溢水防護建屋外で溢水源

となりうる屋外タンク等を現場調査した。（屋外タンク等の容量

は，補足説明資料 11-1，屋外タンク等の配置は，補足説明資料

11-2 に示す。） 

その上で，屋外タンク等の破損による溢水による影響評価を行

った。 

１．評価結果 

 第１表に示すとおり，敷地内にある屋外タンク等が破損した

と評価した場合においても，最大水位は約 0.09m であり，溢水

防護建屋の外壁に設置した扉等の開口部は敷地高さ EL.55.0m

より 0.3m 高い EL.55.3m 以上に設置されているため，屋外タン

ク等の溢水により溢水防護対象設備に影響を及ぼすことはな

い。

  なお，屋外の消火栓からの溢水量の算出に用いる放水流量は，

消防法施行令第十九条に規定される「屋外消火栓設備に関する

基準」により，消火栓１本からの放水流量を 350ℓ/min とし，

保守的に消火栓２本分の放水を溢水流量とする。 

仮に６時間放水した場合の溢水量は 252m3 であり，敷地浸水

深は 0.001m 未満であることから，評価結果に影響を与えるも

のではない。 
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補 11-3-2 

第１表 評価結果

再処理事業所設置高さ(m) EL.+55.0 

許容浸水深(m)*1 0.3 

溢水防護建屋地表開口部高さ(m)*2 EL.+55.3 以上

溢水量(m3)*3 約 35,000 

評価面積(m2) *4 約 390,000 

浸水深(m) 約 0.09 

*1：設置高さから敷地レベル EL.+55.0m を引いた値（設計床高さ） 

*2：補足説明資料 11-4「屋外からの溢水経路について」参照。

*3：補足説明資料 11-1「屋外タンク等の容量について」参照。

*4：再処理事業所の敷地面積は約 3,900,000 m2 であるが，影響評

価範囲の面積設定にあたっては，溢水防護建屋付近の建物が密

集した敷地に絞り，平地（原野部）を除くことで保守的に設定

した。具体的には，第１図に示す影響評価範囲の面積（560,199 

m2）から建屋面積（165,905 m2）を減じた面積（約 390,000 m2）

を使用した。（第１図及び補足説明資料 11-2「屋外タンク等の

配置について」参照。）
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第１図  敷地内溢水源配置と影響評価範囲

以 上

については核不拡散の観点から公開できません。
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補足説明資料１１－４（１１条）
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屋外からの溢水経路について

１．はじめに

溢水防護建屋の溢水経路となる１階の外壁に設置した扉等

の位置図を別紙に示す。

再処理施設各建屋の設計床高さは，地表面＋0.3m 以上とし

ていることから，溢水防護建屋の地表開口部高さは EL.+55.3m

以上である。 

現地の状況の例を第１図に示す。

前処理建屋 １Ｆ０５ 前処理建屋 １Ｆ０６

非常用電源建屋 １Ｆ０１ 非常用電源建屋 １Ｆ０４

第１図 現地の状況（例）

については、核不拡散上の観点から公開できません
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別紙

については、核不拡散上の観点から公開できません
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については、核不拡散上の観点から公開できません
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については、核不拡散上の観点から公開できません1202
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については、核不拡散上の観点から公開できません1203
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については、核不拡散上の観点から公開できません1204
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については、核不拡散上の観点から公開できません1205
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補足説明資料１２－１（１１条）
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補 12-1-1 

重大事故等対処施設を対象とした溢水防護の基本方針について 

本補足説明資料の内容については，第３３条の整理資料にて記載する。 

以 上 
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補足説明資料１２－２（１１条）
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補 12-2-1 

 

内部溢水影響評価における保守性について 

 

再処理施設の内部溢水影響評価において考慮している保守性について以下

に示す。 

 

内部溢水影響評価では評価の各プロセスにおいて様々な保守的な仮定や想

定，端数処理を行っており，評価の全体として大きな保守性を有したものと

なっている。 

第１表に評価上の各プロセスにおける保守性について整理する。 

以 上 
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第１表 内部溢水影響評価の算出に用いる項目の保守性一覧 

実施項目 設定項目 関連パラメータ 内容 

防護対象設備の選定 機能喪失判定 機能喪失高さ 
機能喪失を判定する部位として，壁掛け盤下端等の保守的な部位を

設定する。 

有効数字切り捨て 

水面のゆらぎを考慮し，機能喪失高さを 10 cm 差し引く。 

溢水防護区画の設定 区画面積 有効床面積 

有効床面積は，設計値から以下の面積を減じたものとする。 

・設備の基礎

・堰等に囲まれた範囲

有効数字切り捨て 

溢水経路の設定 伝播経路 滞留範囲 

評価対象区画（溢水防護区画）の溢水高さを算出する場合は，仮想

的に他の区画への流出は考慮せず，一時的に区画内に全量滞留する

こととする。 

排水経路 
床ドレンファンネルからの排水は考慮しない。ただし，定量的に区

画外への流出を確認できる場合は他の区画への流出を考慮する。 

想定破損による溢水 

（没水影響評価） 
溢水量 隔離までの時間 

★漏えい検知までの時間を４時間，現場への移動時間を 30 分，漏

えい箇所特定に要する時間を 30 分及び隔離操作時間を 40 分とし

て，保守的に切り上げた６時間を想定破損における隔離までの時間

として，溢水量を算出する。

系統保有水量 
系統保有水量は， 配管内及び容器等機器内の保有水量の合算値を

1 . 1 倍した値とする。 

※「★」は，評価上，特に大きな保守性を有するものである。

1214



補 12-2-3 

第１表 内部溢水影響評価の算出に用いる項目の保守性一覧（つづき） 

実施項目 設定項目 関連パラメータ 内容 

想定破損による溢水 

（蒸気影響評価） 
溢水量 破損配管 

溢水防護対象設備に対して最も温度影響が大きい配管を破損させる

こととする。 

漏えい温度・圧力 

★漏えい時の蒸気の温度・圧力は，漏えい過程における保有量の減

少に伴う低下や放熱に伴う低下は考慮せず，一定で漏えいする条件

とする。

伝熱 ヒートシンク
★躯体及びその他構造物への伝熱による区画内の温度低下は考慮し

ない。

直接噴出 漏えい温度・圧力 
蒸気の噴出過程における空気抵抗等のエネルギー損失は考慮しな

い。 

消火活動による溢水 溢水量 溢水流量 消火栓からの放水量の２倍を想定する。 

伝播経路 止水措置の耐火性能 
火災発生区画のバウンダリの止水措置は，耐火性能が無い限りは喪

失を仮定する。 

地震による溢水 溢水量 溢水源 耐震性が確認できていない全ての系統の全数同時破損を想定する。 

影響評価 溢水水位 評価用溢水水位 有効数字は切り上げとする。 

※「★」は，評価上，特に大きな保守性を有するものである。
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過去の不具合事例への対応について 

１. はじめに

 溢水事象に係る過去の不具合事象の抽出を行い，内部溢水影響評価への

反映要否について，検討を実施した。 

２. 過去の不具合事例の抽出

内部溢水影響評価に反映が必要となる溢水事象の抽出にあたり，以下を

考慮した。 

・公開情報（原子力施設情報公開ライブラリー「ニューシア」情報）を

対象（対象は、軽水炉、再処理施設とする）

・キーワード検索（漏れ，漏えい，溢水，雨水，水溜り，スロッシング，

流入）により幅広に抽出

・海水系の設備が無く，また，新規制基準への適合性評価の中で，再処

理施設は，高台にあり海から十分に離れていることから津波の到達は

無いと評価していることから，津波（海水の潮位変化含む）が起因と

なる溢水事象は，再処理施設では抽出対象外

３. 内部溢水影響評価への反映が必要となる事象の選定

内部溢水影響評価への反映要否について，第１図及び第１表に基づき抽

出した。抽出した事象に対する，内部溢水影響評価における対応状況を第

２表に示す。 
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４. 過去の不具合事例への対応について

過去の不具合事例を抽出し，内部溢水影響評価への反映要否について検

討をした結果，再処理施設においては，いずれの事象についても，既に評

価に盛り込まれている，若しくは，今後必要となる対策を講ずることから，

評価内容及び評価結果への影響がないことを確認した。 

以 上 
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第１図 内部溢水影響評価への反映要否判断フロー 

溢水事象

点検作業

に伴う溢水 ① 対象外

設備の不具合

による溢水

地震起因

による溢水

消火

による溢水

⑤

溢水影響評価への反映

要否を検討する対象

となる事象

想定破損による

溢水影響評価に

包含

地震による溢水

影響評価に包含

消火水の放水に

よる溢水影響評

価に包含

② 対象外

③ 対象外

④ 対象外

⑤ へ

⑤ へ

⑤ へ

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes

Yes

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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第１表 溢水影響評価への反映を不要とする理由 

各ステップの 

項目 

理由 

① 点検作業に伴う

溢水

点検に伴い開放・分解点検を実施している箇所からの内部流体の漏

えいについては，作業手順，作業管理，人的過誤等の要因によるもの

であり，溢水影響評価への影響はないとした。 

また，運転手順に起因する溢水事象についても，本項目に整理した

上で，同様に溢水影響評価への影響はないとした。 

② 設備の不具合に

よる溢水

腐食や浸食等による溢水事象については，設備対策により再発防止

を図ることが基本であること，また,想定破損による溢水評価に包含

されるものと考えられるため，溢水影響評価への影響はないとした。 

また，ファンネルからの溢水事象についても，建屋内排水系に期待

した評価とはしていないことから，本項目に整理した上で，同様に溢

水影響評価への影響はないとした。 

なお，保守不完全が原因の溢水事象についても本項目で整理した。 

③ 地震起因による

溢水

使用済燃料プールのスロッシングによる溢水及び耐震性が確保さ

れていない設備の破損による溢水については，地震起因による溢水評

価に包含されることから，溢水影響評価への影響はないとした。 

④ 消火による溢水 消火水の放水による溢水評価に包含されることから，溢水影響評価

への影響はないとした。 
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第２表 過去の不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について 

件名１ タービン建屋地下１階雨水について

事象発生日等 2003.8.15 浜岡３号 

事象の概要 ３号機タービン建屋地下１階の通路（放射線管理区域内）において，水

たまり（約 23m×５m×５mm：約 600 リットル）を確認した。この水は，

タービン建屋の外側にある屋外地下ダクト（配管を通すための空間）内

に雨水が溜まり，配管貫通部より建屋内に入り込んだものである。建屋

内に入り込んだ水は収集し処理し，ダクト内の溜まり水については，排

水を行った。

再発防止対策 (1)ダクト内に滞留した雨水は，発電所の消防車及びエンジン付排水ポン

プにより排水を行い，その後既設排水ポンプの新品取替を行った。作

動確認結果:良好

(2)建屋内は手作業にて通路の水たまりの抜取り処置等を実施した。

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対して，止水処理を講ずることとしており，内部溢水

影響評価において考慮済みである。 

件名２ サービス建屋地下１階における火災報知器の作動（誤報）について

事象発生日等 2004.10.9 浜岡３号 

事象の概要 運転中の３号機サービス建屋地下１階（放射線管理区域内）において，

火災報知器が作動した。直ちに現場の確認を行い，火災ではないことを

確認した。 

火災報知器が作動した原因は，台風 22 号通過に伴い，サービス建屋出入

り口（１階）より侵入した雨水が，地下１階の天井に取り付けられてい

る当該感知器に入ったため，作動したものと考えられる。 

再発防止対策 当該感知器を取り替えることとした。 

内部溢水評価への

影響 

降水（雨水）の評価において，構内排水路による排水処理，および建屋

入口高さは 300mm 以上であるため，安全上重要な施設への影響はなく，

内部溢水影響評価において考慮済みである。 

件名３ 【中越沖地震】T/B B2F T/BHCW サンプ(B)・LPCP(A)～(C)室雨水流入 

事象発生日等 2007.7.26 柏崎刈羽１号 

事象の概要 タービン建屋 B2F の低圧復水ポンプ室付近に水たまりを確認した。Ｔト

レンチで発生した漏水がタービン建屋に流入したものと推定される。１

号タービン建屋～海水熱交換器建屋・補助ボイラ建屋・ランドリー建屋・

ランドリー建屋ダクト（Ｔトレンチ）で発生した漏水が当該トレンチ近

傍のファンネルへ大量に流入し，目詰まりを起こしたことにより，この

ファンネルより設置高の低い高電導度廃液サンプから溢水したものと推

定される。

再発防止対策 Ｔトレンチのファンネル清掃，Ｔトレンチの止水処理を実施し，現状復

旧した。 

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対して，止水処理を講ずることとしており，内部溢水

影響評価において考慮済みである。 

件名４ Ａ－封水注入フィルタ付近からの漏えいについて 

事象発生日等 2007.9.3 大飯１号 

事象の概要 補助建屋の床ドレンタンク水位の上昇傾向が確認され，補助建屋１７ｍ

のフィルタバルブ室内の天井から水漏れを確認した。Ａ－封水注入フィ

ルタ付近から漏えいしており，Ａ－封水注入フィルタ容器からの漏えい

であると推定された。
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漏えい量は約 3.4m3（放射能量は約 6.8×105Bq）と推定された。 

フィルタ取替えにおいて，新フィルタ装填後の容器蓋締付け時，片締め

状態となり，この状態で，Ａ－封水注入フィルタに通水を行ったところ，

片締めにより発生した隙間が規格値よりも広かった事から系統水の圧力

により，Ｏリングが溝からはみ出し，周方向の割れを伴いながら，フラ

ンジ端面部に押し出され，Ｏリングの伸びの限界を超えて径方向の割れ

が発生・進展して破断に至り，漏えいが発生したものと推定される。

再発防止対策 (1)当該フィルタのＯリングを新品に取替え，復旧を行った。なお，復旧

の際は，隙間ゲージを用いて片締め状態にならないよう慎重に作業を

実施する。また，Ｂフィルタの取替えに際しても同様の管理で行った。 

(2)今回の封水注入フィルタと同様の1次系水フィルタのフランジ合せ面

について，隙間確認を行い，片締め等が確認されれば，必要な処置を

行う。

(3)Ｏリング使用の容器等のフランジ部の復旧手順書に，運転中にＯリン

グがはみ出すことのない隙間に管理することを明記する。

内部溢水評価への

影響 

漏えい検知装置および液位計の監視による早期検知および運転員の停止

操作により安全機能が損なわれない設計としており，内部溢水影響評価

において考慮済みである。 

件名５ 【中越沖地震】T/B B1F（管）南側壁上部５m（ヤードＨＴｒ奥ノンセグ

室）より雨水流入 

事象発生日等 2007.7.26 柏崎刈羽３号 

事象の概要 タービン建屋地下１階南側通路で，壁面部から水が流入していることを

確認した。タービン建屋に隣接したピットに水がたまり電線管貫通部を

通ってタービン建屋内に流入したと推定される。

再発防止対策 電線管貫通部の止水と漏出化，所内用変圧器奥ノンセグ室の復旧を実施

し，現状復旧した。 

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境堺に対して，止水処理を講ずることとしており，内部溢水

影響評価において考慮済みである。 

件名６ 【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 地下１階管理棟-第１棟接続部通路部

付近漏水 

事象発生日等 2007.7.26 柏崎刈羽 

事象の概要 固体廃棄物貯蔵庫の第１棟と管理棟の境界に雨によると思われる水を確

認した。地震によりエキスパンションとドレンピットが破損し，建屋内

に湧水が発生した事象。 

再発防止対策 接続部エキスパンションの修理及び貯蔵庫屋外のサブドレンピット補修

を行い現状復旧した。 

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対して，止水処理を講ずることとしており，内部溢水

影響評価において考慮済みである。 

なお，建屋外壁についても評価を実施しており，地震時のひび割れを考

慮した場合でも，建屋内への溢水は生じない。 

件名７ 海水熱交換器建屋（非管理区域）における水漏れ（雨水）について 

事象発生日等 2008.10.27 柏崎刈羽 1号 

事象の概要 定期検査中の１号機において，海水熱交換器建屋地下２階熱交換器室（非

管理区域）の天井から水が漏れていることを確認した。調査の結果，海

水熱交換器建屋外壁に接しているケーブルトレンチ内に溜まった雨水

が，建屋壁面の電線貫通部から建屋内に流入し，ケーブルトレイを通じ

て地下２階熱交換器室に至ったことがわかった。ケーブルトレンチ内に
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雨水が溜まった原因は，新潟県中越沖地震の影響により陥没したケーブ

ルトレンチの養生が不十分であったためと推定している。

再発防止対策 海水熱交換器建屋（非管理区域）に流入した雨水は，常設している排水

口から排水するとともに，床面の拭き取りを実施した。また，トレンチ

内に溜まった雨水は仮設ポンプにより排水した。今後，屋外の陥没部等

に雨水が流入しないよう養生の方法を改善する。 

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対して，止水処理を講ずることとしており，内部溢水

影響評価において考慮済みである。 

件名８ 【東日本大震災関連】125V 蓄電池 2B 室における溢水について 

事象発生日等 2011.3.11 東海第二 

事象の概要 東日本大震災(震度６弱)発生に伴う，外部電源喪失によるサービス建屋

実験室サンプポンプの停止と，床ファンネルを閉止していた蓋の外れと

により，サービス建屋実験室サンプ(管理区域)から原子炉建屋バッテリ

ー室(非管理区域)へのサンプ水の流入が発生した。常用系電源の停電に

より開となった実験室サンプポンプシール水電磁弁から供給された消火

水(停電により自動起動した，ディーゼルエンジン駆動消火ボンプにより

供給)が当該サンプに流入し続け，当該サンプ内水位が上がった。それに

加え，停電による当該サンプの制御電源喪失で，サンプ水位高信号が発

信されなかったこと，ファンネルを閉塞していたゴム栓が外れたことで，

当該サンプとの僅かな水頭差により，非管理区域側の当該ファンネルへ

の逆流による溢水が発生した。 

再発防止対策 当該ファンネルについては実験室サンプとの恒久的な隔離措置として，

鋼板とモルタルを用いた閉止措置を実施した。 

また，当該ファンネルと当該サンプの接続配管につながる複合建屋１階

と中１階の他のファンネル８箇所(この内 1 箇所は当該ファンネル同様

に逆流の可能性があった)を含め，鋼板とモルタルを用いた閉止措置を実

施した。 

なお，サンプポンプシール水電磁弁が停電により開となること，および

制御電源の喪失で水位高信号が発信されなくなる点について，改善を検

討する。 

水平展開として，管理区域からのドレンファンネル，ベント・ドレン配

管などで，非管理区域において開口を有し，溢水を生じる可能性がある

ものの抽出と逆流の可能性の有無の確認を実施し，対象となったファン

ネル14箇所(既に閉止措置済みの１箇所を含む)について閉止措置を実施

した。

内部溢水評価への

影響 

溢水防護の対応の中で，必要な溢水流入防止対策を確実に実施すること

としており，内部溢水影響評価の溢水経路の設定にて考慮済みである。 

件名９ 女川原子力発電所１号機台風 15 号によるタービン建屋への雨水の流入

について 

事象発生日等 事象発生日等 2011.9.21 女川 1 号 

事象の概要 １号機タービン建屋地下 1 階に雨水が流入していることを確認し，その

後タービン建屋地下 2 階および配管スペースにも雨水が流入しているこ

とを確認した。 

調査の結果，台風 15 号による雨水がタービン建屋に接続されているトレ

ンチの開口部，建屋貫通部等を通じてタービン建屋に流入していること

を確認した。また，一部のトレンチにおいて，作業により開口部の蓋を

取り外している状況だった。

雨水流入の原因は台風 15 号の影響により，トレンチから流入した雨水等
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を排出する流入水排水用のポンプの能力を上回る大量の雨水が流入した

ことによるものと推定する。 

再発防止対策 (1)トレンチのハッチについて，開放作業における防水対策を検討し実施

する。

(2)電線管，ケーブルトレイ貫通部などについて，シール性向上対策を検

討し実施する。

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対しては，止水処理を講ずることとしており，内部溢

水影響評価において考慮済みである。 

件名 10 柏崎刈羽原子力発電所６号機タービン建屋（管理区域）における水溜ま

り（雨水）の発見について 

事象発生日等 2013.6.19 柏崎刈羽６，７ 号 

事象の概要 定期検査中の６，７号機のタービン建屋地下２階において，水溜まりを

発見した。発見した水溜まりは測定の結果，放射性物質を含んでおらず，

雨水と推定した。地表面に溜まった雨水が建屋と人造岩盤（以下，「Ｍ

ＭＲ」と記す。）の間の隙間に流入し，エキスパンションジョイント止

水板（以下，「止水板」と記す。）内側へ流入したものと考えられる。

コンクリート躯体と止水板の密着不良箇所が確認され，この密着不良箇

所から雨水が流入していることを確認した。密着不良の発生原因として，

「止水板の施工不良」，「締め付けトルクの低下」によるものと考えら

れる。

再発防止対策 ６／７号機止水板の取り付け状態及び締め付けトルク値の確認を実施す

る。 

(1)止水板の取り付け状態の確認

止水板取り付け状態を以下のように確認する。

・直線部は，止水板本体の変形・ゆがみによる躯体との密着不良が

ないことを確認する。

・入隅部は，締着板を取り外し，ボルト及び止水板の孔の位置が適

切であることを確認する。

・更に隙間ゲージ（0.05mm）を用いて止水板と躯体が密着している

ことを確認する。

・なお，上記作業にあたっては，当社監理員が立ち会いにより確認

する。

(2)締め付けトルク値の確認

応力緩和試験により得られた知見と津波影響を考慮し，締め付けト

ルク値を確認し，新たに 200N･m で増し締めを行う。

締め付けトルク値の確認については，全てのボルトに対し計測記録

を作成し，抜き取りにより当社監理員が確認する。

また，締め付け忘れ防止のため，締め付けは返し締めを行うことと

し，再締め付け後ナットにマーキングを実施する。

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対しては，止水処理を講ずることとしており，内部溢

水影響評価において考慮済みである。 

件名 11 タービン建屋への雨水の浸入について

事象発生日等 2014.10.6 浜岡３号 

事象の概要 タービン建屋地下１階の通路(放射線管理区域内)において，水溜まりを

発見した。タービン建屋の外側にある屋外地下ダクト(配管を通すための

空間)内に雨水が溜まり，配管貫通部より建屋内に入り込んだものである

と推定した。また，浸入した雨水の量は，合計で約８m3であることを確

認した。
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屋外地下ダクト内に雨水が溜まった原因は，排水ポンプを自動起動させ

るセンサにゴミが付着したことにより検知せず，排水ポンプが一時的に

動作しなかったことから排水が適切に行われなかったと推定した。また，

配管貫通部からのタービン建屋への雨水が浸入した原因は，屋外地下ダ

クト内に雨水が溜まったことにより，雨水の水圧でブーツラバーがずれ

隙間ができたことから，雨水が浸入したものと推定した。

再発防止対策 屋外地下ダクト内に雨水が溜まらないようにするため，排水ポンプをビ

ニール片等の影響を受けにくいフロート式センサで起動するポンプに取

り替える。加えて，排水ポンプが停止した場合にも，雨水が排水ライン

から屋外地下ダクト内に逆流しないよう，逆止弁を取り付ける。

また，ブーツラバーがずれた配管貫通部について，ずれの修正を行う。

当該箇所の対策のほか，同様の屋外地下ダクトについても，配管等貫通

部の施工状態及び排水ポンプの排水状況に問題のないことを確認する。

内部溢水評価への

影響 

各建屋間の境界に対しては，止水処理を講ずることとしており，内部溢

水影響評価において考慮済みである。 

件名 12 伊方発電所３号機 非常用ディーゼル発電機補機室内における溢水につ

いて 

事象発生日等 2015.3.20 伊方３号 

事象の概要 非常用ディーゼル発電機の燃料弁冷却水タンクオーバーフロー管より冷

却水がオーバーフローし，床面に溢水（約 11m3）する事象が発生した。

燃料弁冷却水タンクへ冷却水を補給するフロート弁の不調により，冷却

水が連続補給され，タンクのオーバーフロー水が非常用ディーゼル発電

機室床の側溝経由で同室サンプピットへ排水されたが，ピットからター

ビンサンプへ排水するドレンラインが閉運用であった為，室内にオーバ

ーフロー水が滞留した。（安全重要設備の溢水には至らず。） 

再発防止対策 (1)当該フロート弁を新品に取替て，動作状況に異常のないことを確認し

た。

(2)万一，フロート弁に不調があったとしてもサンプピットへの漏えい量

を低減できるよう，燃料弁冷却水タンクＡおよびＢへの補給水流量を

調整した。

(3)フロート弁の動作不良のリスクを低減するため，１号機～３号機非常

用ディーゼル発電機の燃料弁冷却水タンクおよびシリンダ冷却水タ

ンクに設置している全てのフロート弁について取替周期を現状の 1

回／２定検から 1 回／１定検に変更する。

(4)タンクへの過剰給水およびサンプピットの異常な水位上昇を検知で

きるよう，３号機非常用ディーゼル発電機について以下の検知システ

ムを設置する。

・燃料弁冷却水タンクへ水位高警報を設置する。

・サンプピットへ水位高警報を設置する。

内部溢水評価への

影響 

万一，タンク水位が異常に上昇した場合は，タンク水位高の警報が発報

する。また，オーバーフロー管は直接建屋サンプに接続されており，オ

ーバーフロー水が室内に滞留することはない。液位計の監視による早期

検知および運転員の停止操作により安全機能が損なわれない設計として

おり，内部溢水影響評価において考慮済みである。 

件名 13 廃棄物処理棟中地下１階タンクベント処理装置室内における液体の漏え

いに伴う立入制限区域の設定について 

事象発生日等 2016.6.2 東海第二 

事象の概要 廃棄物処理棟地下１階の廃液中和ポンプエリア床面に，天井配管貫通部
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付近から水の滴下を確認した。 さらに，滴下水の階上にある廃棄物処理

棟中地下１階のタンクベント処理装置室内にてスラリー状の廃液の漏え

いを確認した。 

なんらかの原因により界面活性剤（発泡成分）が床ドレン系より濃縮廃

液貯蔵タンク内に混入。タンクの撹拌空気流量が一時的に低減していた

ことから，廃液が均一に撹拌されなくなり，界面活性剤を多く含む廃液

がタンク上層部に分離した。 

その後，撹拌空気量の復旧によりタンク上層部で泡沫状になり，廃液中

の固形分を巻き込んだ泡として成長し，撹拌空気の流れとともにタンク

ベント冷却器側へ流出した。冷却器内の結露水と共に排出されたスラリ

ー状の廃液はドレンファンネルを閉塞させ，タンクベント処理装置室内

へ流出した。たまり水となったその一部が，配管貫通部を通じて階下へ

滴下した。 

再発防止対策 (1)泡立ち原因物質である界面活性剤について，排水を禁止するため管理

区域内に持ち込む際の管理方法を定める。加えて，廃液をタンクに受

け入れる前に，界面活性剤が混入していないことを確認する手順を定

める。 

(2)タンクレベル計に，発泡を検知できる電極式のレベルスイッチを追設

し，発泡による液位上昇を監視する。 

(3)配管の詰まりが確認されたタンクベント処理装置室内のドレンファ

ンネルについて，内部の清掃又は配管の取替えを実施。 

(4)地下１階への漏えい経路となった配管貫通部のラバーブーツは破れ

等が認められたため交換。また，管理区域内の配管貫通部は，今後計

画的に健全性を確認し点検計画に反映する。 

内部溢水評価への

影響 

系統への界面活性剤混入による，評価上想定していない箇所での廃液漏

えいと設備の不備による漏えい拡大である。発生区画及び漏えい量につ

いては，想定破損による溢水評価に包含されるため，内部溢水影響評価

において考慮済みである。 

 

件名 14 原子炉建屋内への雨水流入について 

事象発生日等 2016.9.28 志賀 2 号機 

事象の概要 原子炉建屋内（非常用電気品室をはじめとした複数エリア［管理区域含

む］）に約 6.6ｍ3の雨水が流入した。 

構内の排水路の付け替え工事に伴い，仮設の排水ポンプを設置していた

が，当日未明からの大雨により排水能力を上回る降雨があり，構内道路

の一部エリアが冠水した。冠水エリアのピット上蓋の仮設ケーブルを引

き込むための隙間から大量の雨水がピット内へ流入。ピットからハンド

ホールを経由したトレンチへの雨水流入が継続したため，トレンチ内の

水位が上昇し，ケーブルトレイの原子炉建屋貫通部から原子炉建屋内（非

管理区域）に流入した。建屋内に流入した雨水の一部は，床の微小なひ

び割れを通じ，下の階（管理区域含む）へも流入した。 

工事用仮設排水ポンプの排水能力を上回る降雨であった他，原子炉建屋

への浸水防止が未実施であったため，建屋内への流入となった。 

再発防止対策 (1)開閉所共通トレンチから原子炉建屋へのケーブルトレイ貫通部を水

密化した。 

(2)排水路の付替工事が完了するまでの間は，仮設排水ポンプを追加配備

し，約 60 mm/h 相当の降雨量（志賀町における既往 大）に対応でき

るように強化した。 

(3)開閉所側ピットからＮｏ．１ハンドホールへの水の流入を防止するた

め，ピットとハンドホールの接続部の閉止処理を行い，ピットをハン

1228



補 12-3-11 

ドホールから独立させた。 

(4)非常用電気品（Ｃ）室内で漏えいが生じた場合に下階に拡大しないよ

う，補修基準（幅 0.3mm 以上）に該当する床面のひび割れを速やかに

補修し，補修基準未満（幅 0.3mm 未満）のひび割れへの対応として床

全面を塗装し直した。

（運用に関する再発防止対策は省略） 

内部溢水評価への

影響 

建屋内部への水の浸入については，止水処理を講ずることとしており，

雨水が区画内へ浸水することはない。床の微細なひび割れについては，

保守管理により流体が滲み出ることはない。 

件名 15 再処理施設非常用電源建屋への雨水浸入について 

事象発生日等 2017.8.13 再処理 

事象の概要 再処理工場非常用電源建屋（非管理区域）に隣接した屋外の配管ピット B

に溜まっていた雨水が、配管ピット Bと建屋を繋ぐ配管の建屋壁貫通部

から非常用電源建屋内に約 800 リットル浸入する事象が発生した。 

本件に対する原因は、①配管ピット点検口廻りのパッキンの劣化による

雨水の流入、②コンクリート蓋と配管ピット躯体の隙間のシーリング劣

化による雨水の流入、③GA 建屋と配管ピット躯体との接合部のゴム止水

板の劣化による雨水の流入、④配管ピット内の壁と床の接続部（打ち継

部）からの雨水の流入、⑤防水シートの端部及び重ね部の止水処置不足

による雨水の流入、⑥配管ピット内の壁の結露（配管ピット内と外との

温度・湿度の差）、⑦ベント管貫通部の止水処置不足による水の流入 

⑧建屋水切と配管ピット水切の取合部の隙間からの流入である。

再発防止対策 (1)点検口のパッキンを再施工

(2)コンクリート蓋と配管ピット躯体の隙間のシーリング再施工・配管ピ

ット上面に防水シートを再施工

(3)GA 建屋と配管ピット躯体との接合部の止水措置の補強（耐震ジョイ

ント、ゴム系シート、シーリング（水膨潤弾性シーリング）の設置）

(4)配管ピットの壁と床の隙間の内外をシーリング、配管ピット躯体外壁

の側面に塗布防水施工、配管ピットおよび建屋と舗装との取合部に、

止水板およびシーリング施工、配管ピット周辺をコンクリート舗装

（舗装には排水勾配を設ける）、配管ピットに係る地下水圧の低減を

目的に掘削した箇所を難透水性材料にて埋戻工

(5)配管ピット上面に防水シートを再施工、防水シート端部・重ね合わせ

部の止水処置

(6)結露マップに GA 建屋配管ピットを追加

(7)ベント管貫通部の止水処置

(8)建屋水切を撤去、立上コンクリートの隙間に対する止水措置の補強

（SUS シート、シーリング（水膨潤弾性シーリング）の設置）

内部溢水評価への

影響 

建屋内部への水の浸入については，止水処理を講ずることとしており，

雨水が区画内へ浸水することはない。 
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